
地区における計画策定に向けた

コミュニケーションプロセスに関する研究

博士論文

名古屋工業大学大学院工学研究科

社会工学専攻

藤 揮 徹



目次
-

要旨

第1章 序論

1.1研究の背景

1.1.1都市計画への住民参加

1. 1.2 地区における計画策定への参加

1. 1.3 参加型プロセスの現状と問題点

1.2 コミュニティにおける合意形成プロセス

1.2.1コミュニティについて

1.2.2 研究対象とする商店街コミュニティの現況

1.2.3 商店街コミュニティの合意形成プロセス

1.2.4 交渉の基本的な捉え方

1.2.5 商店街コミュニティにおける交渉過程

1.3 研究アプローチの概要

1.3.1研究の組み立て

1. 3. 2 本論文の構成と各章の概要

参考文献

1

1

1

3

5

5

5

6

7

8

10

10

ll

15

第2章 コミュニケーション充足による計画策定プロセスの合理化に関する

分析

2.1概説

2.2 コミュニケーションプロセスの事例

2.3 分析

2.3.1手法こ

2.3.2 プロセスにおける諸フェーズ

2.4 計画策定プロセスの分析

2. 4. 1各フェーズの分解と主体の関連

2. 4. 2 計画策定プロセスの多様なパターンの可能性

17

20

23

23

24

27

27

EE



2.5 フェーズとパートによるプロセスの合理化

2.6 結語

参考文献

第3章 住民討議プロセスに関する実験的分析

3.1概説

3.2 住民討議のあり方について

3.2.1住民参加による討議

3.2.2 討議プロセスについて

3.3 知識共有のプロセス

3.3.1合意形成プロセスのパターン

3.3.2 段階式パターン

3.3.3 回帰式パターン

3.4 討議プロセスの記述と分析

3.4.1討議実験

3.4.2.プロセスのグラフ化

3.5 考察

3.5.1発言の量と類型

3.5.2 討議の展開形態

3. 5. 3.知識の共有化に対する諸制約の影響

3. 5. 4.手法上の課題

3.6 結語

参考文献

第4章 公的討議プロセスの円滑化に向けた実験的分析

4.1概説

4. 2 公的討議プロセスの合理化に向けた会話時系列の評価

4.2.1公的討議

4.2.2 討議プロセスの合理化に向けて

4.2.3 グラフ化による討議プロセスの評価

4. 2. 4 設定条件が討議プロセスに与える影響

36

36

36

38

40

40

43

44

45

45

47

54

54

57

58

58

58

60

3r

62

62

63

63

64



4.3 実験と分析

4.3.1討議実馬引こついて

4. 3.2 設定条件が異なる討議プロセスの比較

4.3.3 グラフによる視覚化

4.4 分析

4. 4. 1サブテーマが頻繁に入れ替わる展開

4. 4. 2 情報追加が頻繁に行われるサブテーマ

4. 4. 3 関連性のないサブテーマの議論が行われる展開

4.4.4 沈黙後の展開に着目したプロセスの評価

4. 4. 5 結論の幅と議論の展開形態の関係性

4.4. 6 初対面討議におけるファシリークの参加の重要性

4. 4. 7 初対面同士の討議における参加者への配慮

4.4.8 参加者の発言への対応

4.5 結語

参考文献

第5章 計画策定プロセスにおける交渉的局面の顕在化に関する分析

5.1概説

5.2 交渉的局面について

5.3商店街コミュニティのコミュニケーションプロセス

5.3.1コミュニティ内の交渉事案

5.3.2 フェーズ分解

5. 3. 3 複数の利害項目による利得の分解

5. 3.4 交渉的局面の転換要因

5. 4 交渉的局面の転換要因によるプロセスの馬匡動

5.4.1プロセスを進めるドライバー

5. 4. 2 交渉的局面の転換要因によるプロセスの馬区動

5.5 結語

参考文献

64

64

66

68

71

71

75

75

76

79

79

83

84

85

86

87

87

88

88

91

94

97

101

101

103

108

109



第6章 結論

6.1商店街コミュニティにおける参与観察

6.2 まとめ

6.3 今後の展望



要旨

地域や地区で計画を策定するプロセスに住民が参加する機会が増え,かつ多面化してき

ている.しかしながら一般的に住民は計画策定やそのために行われる討議などに慣れてい

るわけではない.また関係主体間で合意が形成されるまでに与えられる時間は一般に限定

されている.参加型計画の件数が増加する一方で,ファシリテ-ションなどを担う専門家

の人口は限られており,実際の計画策定プロセスにおいて数ある合意形成の手法が必ずし

も有効に利用されているとはいえない.これらの問題を解決するには少なくとも計画策定

プロセスの多段階性,多主体性に目を向ける必要があると考えられるが,地区コミュニテ

ィにおける計画策定についてこれらを考慮した研究例はほとんど見当たらない･

そこで本研究ではまず地区コミュニティにおける計画策定プロセスに筆者自らが関与す

ることで,交渉の局面やその転換などのダイナミックな現象を提えることとした･それら

の現象は,およそどこの地区コミュニティでも見られるものである.しかしそれぞれに固

有な事情があり,コミュニティ外部から表面的に見るだけではそれぞれの本質的な異同を

確認することが難しい.またそれぞれのコミュニティ,それぞれの出来事に対し,これら

を同一条件の下で観測することは事実上不可能であり統計的に結論づけることも難しい･

地区コミュニティの計画策定プロセスにはこのような特性があることから,本研究では参

与観察の方法を採用し,ある商店街コミュニティに入り込むことで,計画策定ならびにそ

のためのコミュニケーションプロセスの本質的な理解を図ることとした.そしてまた実験

的仮想の計画策定の場をつくることで,そのような場におけるコミュニケーションプロセ

スを検証することとした.これら大きく分けて2種類の方法に基づいて得たデータをもと

に考察を行い,その成果を以下のようにまとめた.

第2章では,筆者自らもアーケード改修の計画策定に関して連続的に開催される会議に

参加し,その議事録をもとに,会議に参加した住民の考えとそれらが変化する局面につい

て整理した.さらに,主体の姿勢が変容する局面をパートと定義し,フェーズとパートの

関係をまとめた.その結果,当事者間で会議を繰り返し開催する場合に適切なシナt｣オを

示すことができた.

第3章では,第2章で取り上げた主体の姿勢が変化する局面を捉え,そのダイナミクス

を明らかにするために,実験的な討議の場を設けて複数主体で続けられる発話の可視化を

試みた.具体的には会話分析のコーディングにもとづき発話を類型化するとともに時間軸

上に配置した.これをもとに誰かによる発言内容の誘導や,他者への同調といった傾向,

知識の共有化,冗長化など討議プロセス固有のメカニズムを明らかにした.

第4章では,第3章で提案した方法を用い,より実践的な知見を得るべく,条件設定を

変えた討議実験を改めて実施した.分析結果から討議を円滑化するためのいくつかの方針

としで情報の付加による展開,迷走する討議への対応,議論の収束チェック機能が挙げら



れた.これらはファシリテ一夕-経験者などにはほぼ明らかなことであるが,本研究では

分析の結果から論理的に導いたものである.

第5章では,参与観察と討議実験の経験を土台にして,商店街コミュニティの住民間のコ

ミュニケーションを通じて交渉的局面が現れ,変質するプロセスを的確に記述することを

試み,最終的に計画策定プロセスの阻害要因ともなる交渉の本質を探った.さらに交渉的

局面が転換する要因を明らかにし,他の計画策定の場に本手法を応用することでプロセス

を合理化することの可能性を探った.

第6章では,本研究で採用した参与観察法と考察によって得た知見を総括するとともに,

今後の課題と展望を述べた.

コンサルタント,有識者等の外部者が,計画策定に関わる主体に変化を促すときに本研

究で提案した方法が活きるであろう.加えて知識の共有を促すこと,様々な方途を示唆す

ることも現場においてもっと行われるべきである.また,しがらみなど社会の複雑さに起

因する交渉的局面は決して商店街に限って生じるものではない.地区あるいは地域に社会

基盤整備などの課題が生まれたときに,本研究で解明してきたような主体間のプロセスを

念頭において計画の策定を円滑化することが有益と考えられる.



第1章 序論

1.1研究の背景

I.1.1都市計画への住民参加

1969年に改正された都市計画法では,従来になかった住民の参加の手続きを取り入れ

その後も参加の機会を増やしていった. 1980年に地区計画が創設され地区レベルの計画

を都市計画に定めることが可能となった.そして､計画案の作成にあたり利害関係者への

意見聴取が義務付けられ,また決定手続きは市町村の条例に委任された. 1992年には住民

意見を反映することを義務づけた市町村の都市計画に関する基本的な方針がつくられ 旧

建設省や一部都道府県から参加の方法などが示された. 1992年に創設された市町村でのマ

スタープランでは,一般的に｢全体構想｣と｢地域別構想｣の2層になっている.この｢地

域別構想｣を対象として,積極的な参加による計画策定が行われることが多くなっていっ

た. 2000年制定のバリアフリー法では,駅などを中心とした重点整備地区の基本構想を高

齢者,障害者等も含んだ利害関係者の参加により定義することが義務づけられた･近年で

は,計画策定にとどまらず,エリアマネジメントに代表される,多様な主体による地域運

営活動が施行されている1).表ト1は都市計画に関連して参加型の計画策定を規定してい

る法律の主なものである2).

都市計画以外でも1969年に発表された国民生活審議会報告(1) ｢コミュニティ｣を契機

に,いわゆるコミュニティ行政がはじまり, 1970年には旧自治省がコミュニティに関する

対策要綱を定め, 1971年よりモデルコミュニティ事業が展開された.この事業では計画策

定を住民が参加する形で行い,コミュニティ醸成を目的とするコミュニティ施設を建設し,

運営に参加することも想定された. 1980年代には,情報公開条例や住民投票条例が制定さ

れるようになり, 2000年代に入ると自治基本条例,パブリックコメント条例,市民参加条

例が各地で制定された.これらにより市町村のマスタープランがパブリックコメントの対

象になることが多くなった.参加型計画の代表的な事例として, 1990年代初頭に神奈川県

の大和市でマスタープランだけでなく土地区画整理事業や市街地再開発事業が市民生活に

大きな影響を及ぼす事業として市民参加の対象となった事例3)や,同県の藤沢市では市内

のさまざまな事業に対する市民の議論の場としてインターネット上での会議室4)を設けた,

当時としては画期的なシステムで,その後の参加型計画システムに大きな影響を与えた･

1. 1.2 地区における計画策定への参加

地区レベルで社会基盤整備を行う事業として土地区画整理事業,市街地整理事業が代表

的である.これらは地権者参加を前提と■している.地権者自ら,あるいは地権者が関係す

る組織等が施行者になる場合だけでなく,他の主体,組織が施行者になる場合にも,地権

者が参加する仕組みが定められている.



表1-1都市計画関連法における｢参加｣の推移

土地基本法(1989年) ･土地利用計画ヘの住民等の意見反映(第11条第3項)

国土利用計画法

(1974年) ･市町村ヘd)住民の意向反映(第8条第4項)

建築基準法(1950年) ･建築協定制度所有者等の全員合意による認可申請
(第70条第3項)

環境影響評価法
･事業者による方法書についての広告及び縦覧(第7条).意見
書の提出(第8条)

(1997年) ･事業者による準備書についての説明会の開催(第17条).意見
書の提出(第18条)

景観法(2004年)

･景観計画への住民意見反映(第9条第1項),都計審ヘの付議(第
9条第2項)

･土地所有者等,まちづくりNPO等による景観計画提案制度(第

11条第1.2.3項).都市計画審議会ヘ付議(第13奏).理由の
通知(第14条)

･景観協議会の法定化(第15条)

･景観重要建造物制度所有者の意見聴取(第19条第2項).所
有者による提案(第20条第1項).景観整備機構による提案(第

20条第2項).

･準景観地区の案の広告,縦覧(第74条第2項).意見書提出(第
74条第3項)

･景観協定制度(第81条).景観整備機構(第92条)

都市緑地法(2004年)
･緑化協定制度(1955年｢緑地協定｣ヘ改定.第45条)

･緑の基本計画への住民の意見反映(第4条第4項)

･緑地感い機構制度(第68条).市民緑地制度
都市再生特別措置法

(2002年) ･都市計画提案制度(第37条)

バリアフリー法
･移動円滑化基本構想ヘの住民,生活者関連施設を利用する高
齢者,障害者等その他利害関係者の意見反映(第25条)

(2006年) ･協議法定化(第26条)

･基本構想提案制度(第27条)

歴史まちづくり法

(2008年)

･歴史的風致地区向上計画への住民の意見反映(第5条第6項)

･協議会の法定化(第11条)

･歴史的風致地形成建造物制度.指定に伴う所有者ヘの意見聴
敬(第12条第2項).所有者による指定提案(第13条第1項)

･歴史的風致維持向上支援法人制度(第34条)

1950年代の東京都国立市の文教地区指定活動, 1960年代の名古屋栄東地区の再開発市民

運動などいわゆる初期のまちづくりは,土地に係る権利に関係なく地区に関わる人達が身

近な空間･環境に関心を持つことではじまった.このような市民発意のまちづくりは戦後

の高度経済成長による身近な生活空間の変化を契機とした活動からはじまったと言える.

1971年には1950年建築基準法により制度化されていた建築協定制度の最初の住民発意に

よる事例が登場した5). 1970年代にはコミュニティ事業による計画や総合計画のなかで｢地



朗り計画あるいはコミュニティ計軌の策定に参加を取り入れる事例が見られた6)･さら

に,歴史的な街並保全の運動が契機となった1975年文化財保護法改正による伝統建造物保

存地区制度, 1978年神戸市都市景観条例,既成市街地における住環境整備を目的とした

1978年住環境整備モデル事業など地区を単位とする制度や事業が制度化創設された･また,

地区環境に大きな影響を与える個別事業を対象に近隣住民協議を求める開発指導要綱など

も参加の機会を増やす方途と言える･

1970年代後半にはじまる既成市街地の住環境改善を目的とした地方自治体の各種補助

事業は,事業の統廃合が進むに伴い補助項目に活動の支援が加えられて,他の補助事業に

も展開していった.また2004年に創設された｢まちづくり交付金｣では,事前評価の基準

の中に住民との協働,計画への合意形成が含まれていた･このように各種補助事業のメニ

ューが住民の計画策定への参加を促してきた･

これら地区における計画策定に対して行政は多くの場合,業務として関与する･または

建設･まちづくりコンサルタント会社等に業務を委託する･コンサルタント会社は特に

1990年代以降,ワークショップに代表される様々な参加型の手法･形態を採り入れ,実施

してきた.

1. 1.3 参加型プロセスの現状と問題点

地区において計画策定プロセスに住民が参加しようとする動機は･地区内で特定のプロ

ジェクトがある場合や,何らかの問題が発生した場合に生じることが多い･地区の住民は

計画を策定するという行為,あるいはそのために行われる討議などに必ずしも慣れていな

い.また問題が突発的に現れたとしても,地区内での長年の付き合いを無視し,感情を整

理して問題解決に勤しむことはなかなか難しい･

また,ゼロの状態から市民参加が図られることはほとんどなく,事業関係者や行政側で

すでに計画案が準備されていたり,時間的あるいは予算的に大きな変更の余地はない場合

が多い.つまるところ,住民の意見を反映させる建前は必要であるが,根本的に当初の計

画案を覆すような意見が新たに出る可能性は高くない･参加型まちづくりの実態として,

公募などの形をとることで住民は形式的に参加するだけに留まる場合も見受けられる･

他方,ファシリテ-ションを担う専門家らは,住民の意識や考え方を理解し,合意形成

に向けてコミュニケーションの質や内容をいかにして高めることができるかが実際上問わ

れるが,住民らの真意を探りだして合意形成に導くには日常会話等を介した接触がない限

り地区の満足を得る結果を得ることが難しい･

このような特質をもった実際上の地区の計画策定プロセスには以下のような課題がある

と言える.

①合意形成に係る時間制約

住民が参加する計画策定プロセスで大切なことは,一人ひとりの個別的具体的な意見で



はなく,その背後にある生活者としてのそれぞれの思いを紡ぐことである.そのためには

議論の収束を焦らず,それぞれの発言の意図を正確に理解していくことが大切である.一

方で,合意形成までの時間はおよそ,行政が準備した地域会議のようなメニューに組み込

まれているケースも多い.事業を受託したまちづくりコンサルタントはその事業スケール

に応じたプログラムを組み,ワークショップ等を編成する.結果的に合意形成のための時

間は当初計画された事業の枠組みのなかで収めざるを得なくなる.

②利用される合意形成手法の乏しさ

行政や専門のコンサルタント等から派遣される人材の質にもよるが,数ある合意形成の

手法が必ずしも適切に利用されていない.地区での課題は多様化しているにもかかわらず,

公園づくりなど生活関連施設向けに考え出されたされた合意形成の技法が流用されるケー

スもある.参加者が現場を歩き,用意されたテーブルに各々がつきKJ法で意見をまとめ

ていくといった形が多用されている.行政あるいはコンサルタントによる事務担当者が全

員に平等の発言機会を与えてそれらの内容をとりまとめる.最終的に報告書等に記述され

た内容があたかも全体の合意として進められていく.

③人材の不足

②でも指摘したように,計画策定のプロセスは,これを舵とりするファシリテ一夕-の

力員に大きく左右される.総合計画や大規模な社会基盤の整備計画などを参加型として取

り組むとなると,関係主体数や会議の回数が大幅に増え,ファシリテ一夕-の数も多く必

要となり,相互調整の必要性などから責任も重くなる.ファシリテ-ションは専門技能で

あり,ファシリテ一夕-を育成するには時間がかかる.市民参加型の計画策定プロセスが

これだけ定着してきたにもかかわらず,ファシリテ一夕-の価値は充分に認められておら

ずその育成も進んでいない.

①から③の問題点に呼応し,土木計画や都市計画の研究分野では様々なアプローチから

研究がなされてきている.合意形成に向けての手続き論に関する検討7),合意形成にむけ

ての会議の回数についての検討8),参加の場のあり方の検討9)などがその例である.

そもそも市民が参加しての合意形成とは何かと考えた場合,様々な考え方があるにせよ,

基本的には利害の異なる複数の人間が,最終的に何らかの時論を出すことを指す.
･そのよ

うな状況を,参加者の属性が異なる人間の中で,あるいは経年的なつきあいのあるコミュ

ニティの構成員の中で,数回の会議を通して合意したという地点を見つけ出すことは難し

いはずである.既往の研究ではこのような長期性,多段階的なプロセスが不可欠であると

いう視点が見当たらない.例えば,参加型の計画策定プロセスにおいて,一般の市民の参

加のコンディションによって発言内容が異なることがある.仮にそのような中で形成され

る合意事項が計画に反映されていくとするならば,迂閥に参加型プロセスを選ぶことはで

きない.



I.2 コミュニティにおける合意形成プロセス

I.2.1 コミュニティについて

｢コミュニティ｣という概念は, 1969年(昭和44年)の国民生活審議会報告(1)
｢コ

ミュニティ-生活の場における人間性の回復-｣において公的に初めて登場することにな

(,.この中で,コミュニティを｢生活の場において,市民としての自主性と責任を自覚し

/こ個人および家族を構成主体として,地域性と各種の共通目標を持った,開放的でしかも

仙戊員相互の信頼感のある集団｣と位置づけ,コミュニティの基本的な考え方として, ｢①

抑糾ヒの時代にあって,人々は日常生活の共同の場としてのコミュニティを能動的,積極

的な姿勢において構築する必要のあること, ②コミュニティはフィジカルな日常生活基盤

づくりにとどまらず,人々の人間的接触,自発的集団･組織活動への参加,日常生活の場

への帰属感などのノンフ)ジカルな面を含む多面的なものであること,
③行政,とくに地

域に根ざす基礎自治体においてはコミュニティ行政の比重が大きくなること,しかしコミ

ュニティ形成はあくまでも生活者,住民の自発的意思と協働に侯つべきであり,行政はコ

ミュニティの環境醸成の間接的役割にとどまるべきこと｣等が示されている.

バブル経済が崩壊して以降,上記①②③を満たすコミュニティは少なくなっている.本

研究では今でも非営利の自治会を持ち,さまざまな計画を自ら策定しつづけるコミュニテ

ィとしての典型例である商店街に目をむける.本論でとりあげるコミュニティを｢商店街

コミュニティ｣と呼ぶこととする.

I.2.2 研究対象とする商店街コミュニティの現況

名古屋城の西方にある円頓寺地区.四間道界隈は清洲越以来の商人のまちであり,多く

の文化的,歴史的な資産を有している10)

当該地区はかつての堀川上流橋に近く,堀川の舟運の終点であったことから,舟運に従

_l拝した人々を相手とする商売が成り立っていた.こd)円頓寺に商店街ができたのは明治19

咋(1886)の笹島の鉄道駅開業以来のことである.最盛期は1890年代(明治中期)以降で,豊

旧自動織機工場･日本陶器工場の建設,市電江川線の開通,瀬戸-堀川間の開通などによ

り,名古屋西部一帯の中心的な盛り場となった.

その後,飲食･用品･雑貨を中心とする商店街に発展し,劇場や寄席もできた.掘川に

欠かる五条橋からはじまり,江川(現在は江川線という道路になっている)を超え西へと拡

張し,二つの幹線道路間に挟んでそれぞれ｢円頓寺商店街｣, ｢円頓寺本町商店街｣, ｢西円

頓寺商店街｣と称している.栄(2),大須(3),そして円頓寺という名古屋三大繁華街の時代

が昭和初期まで続いた.しかし,モータリゼーションの発展に伴う市電の廃止や,名鉄瀬

戸線の堀川-土居下問の廃線,さらに商店街を分断する形で進められた市道江川線の拡幅

により,かつての繁栄した姿を現在は見ることはできない.最近発展がめざましい名古屋

駅地区からも歩いて10分少々でたどり着くところに位置するが,同じように門前町として
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園l-1商店街コミュニティの計画策定プロセス



筆者はかねてからモデル地区である商店街コミュニティのまちづくりに関係する色々な

活動に参加してきた.特に2005年1月から2007年12月までの約2年間には新イベント

の開催,空き店舗の活用,商店街の主要なインフラストラクチャーであるアーケードの改

修などの計画が立ち上がり,
･それぞれ何らかの形で実現の方向へと進んだ･各事案の詳細

は第2章以降で述べるが1番目はコミュニティの共有設備に係る事案, 2番目は商店街の

活性化に係り,また外部者の関与があった事案, 3番目は長く続くコミュニティならでは

の世代間の対立と協調に直面する事案であった.それぞれに見られる交渉のプロセスは｢商

店主対女性グループ｣ ｢商店主対学生｣ ｢旧商店主対新商店主｣という2主体間で生

じていた.なお本論では,現役の商店主を新商店主と対称的な存在として明示するため｢旧

商店主｣と記すこととする.いずれも多くの商店街で見いだされる典型的な人間関係のも

とでの典型的な交渉の事案といえる.

1.2.4 交渉の基本的な捉え方

計画策定にむけて人々が意思決定を行い,場合によって交渉に直面するプロセスでは,

一般的に交渉相手の立場や志向性を考慮しながらのゲーム的状況が生まれ
お互いの利得

が最大になるよう相互作用が働く14).二者間の交渉は,大きく配分型交渉と統合型交渉に

分けられる.配分型交渉は,ゼロサム交渉(zero sum negotiation)であり,固定されたパイ

を分割する交渉である15).一方,統合型交渉は,複数の論点を導入して,自分の利益を実

現するために,重要でない利益を交換して相手に与えようとする交渉である.ビジネスに

おいて取引価格を多少犠牲にして長期的契約をむすぶといった交渉がその典型例である･

配分型の交渉の場合, Ⅹ軸, y軸に交渉者の利得をとった平面上に交渉の結果を配置す

ると,交渉者AとBの利得の和が一定で図1-2のように直線となる.直線とⅩ軸, y軸に

囲まれた三角形が交渉可能な領域で,交渉可能街域とよばれる16)



統合型交渉を, 2つ以上ある論点を利得として一つの尺度にまとめた図1-4を用いて説

明すると,自分と相手が異なる価値づけを行う事柄を見つけ,交渉の論点を増やすことで

合意可能領域は一般的に凸型になる.交渉可能集合が凸であるということは, AとBの両

者にとって共にRより利得が高くなる結果が存在する.その意味でRとWの幅は,複数

の論点を導入することで生じた,統合型交渉の創発的効果といえる17).統合型交渉では,

誰の効用も悪化させることなく一人以上の効用を高めることができるよう資源配分を行う

パレート改善を基本原理として適用できる.交渉はパレート最適な曲線上の点に向けて継

続される性向を持つ.主体が戦略を変えても今よりも互いに効用が向上しないという点は

均衡点となる.自分以外の全ての主体が均衡点に到る戦略をとるとき自分もそれをとらな

いと損失を被る状態を特にナッシュ均衡という18).

交渉術の教科書19)によれば,交渉には円滑な意思の疎通,フまりコミュニケーションが

不可欠であるということが繰り返し強調されている.しかし現実問題としてコミュニケー

ションを成立させることは容易ではない.交渉者は話し合っているようで実は話し合って

いないこともしばしばある20).一生懸命相手に耳を傾けたとしても正確に理解できている

とは限らない.

I.2.5 商店街コミュニティにおける交渉過程

商店主らは,生活と業務の共通基盤として商店街コミュニティを持続させることを前提

としていることからすると,多くの場合に統合型交渉のアプローチを志向するであろう.



図1-4のように横軸に商店主Aの効用を,縦軸に商店主Bの効用をとる･これ以上,双方

の効用を同時に改善できない状態の集合は図中の太い実線で表される･交渉を行わないか,

交渉が決裂した場合でも各々が得られる効用を破線で示すと,合意可能なエリアは,その

破線と太い実線に囲まれたエリアで表現される.つまり,双方が単独で実現できる状態よ

りも望ましい状態に移行できる代替案でなければ合意に至らず,またパレート最適な曲線

上の点に向けて沿って交渉は継続される性向を持つ.合意形成エリアのうち,どの部分で

合意するかは,双方の戦略とその相互作用により決定される.商店街コミュニティの交渉

の場においては,商店主,商店街に出入りする人々をプレイヤーとして,各自が効用を最

大化させようとして戦略を選択する場面があるものと考えられる･それぞれの主体が計画

策定といった一つの合意を形成すべき課題の解決を目指す.このとき,交渉過程において

意思決定主体が立場をどのように変化させていくかが考察できる手法が必要となる･

交渉において合意可能な状態を探る手法としてゲーム理論が適用されるケースがある･

ゲーム理論では,プレイヤー(意思決定主体)の集合と,彼らのとりうる戦略(選択肢)の集合

および目的複固定し,その与えられた状況の下で意思決定主体は,どのようにしたら自ら

の効用を最大化できるかという聞いに基本的な関心がある21).一方で,人間どうしの交渉

を取り上げるとき,合理性に基づくゲーム理論はしばしば現実世界を正しく記述できてい

ない場合がある22).その要因は3点ほど挙げられる. 1点目は完全合理性の想定による･

人間は往々にしてゲームに関係する情報や知識を十分に持たない. 2点目は一度認識され

たゲームは固定化され変更する可能性が考慮されてしゝないことである. 3点目は,段階

的な交渉であってもそれぞれを単独のゲームとして扱うことである･



商店街コミュニティでは,特有の｢しがらみ｣や｢人間関係｣等を含めてお互いに一つ

の合意に向けて協力しあえる環境は整っておらず,ゲーム理論を当てはめていくのは困難

である.まちづくりに参加している当事者たちはそれぞれの環境の下でそれぞれの戦略を

たてることになる.ここで問題となるのは,交渉の成否が当事者の努力と能力に委ねられ

てしまうことである.全国的な事例として,閉塞しているコミュニティ内に外部の人間が

参加することで,新しいまちづくりが展開され成功しているケースが多々ある2).第三者

が関与する機会を発生させるためにも合意形成に向けての相互作用を通してどのように意

思決定が変化していくかが考察できる手法が必要となる.商店街コミュニティを分析する

ならば,任意の交渉過程における交渉結果や,そこで生じる感情等が合意形成に与える影

響を無視できない.ゲーム理論では,このようにして連続的になされる交渉を分析する視

点に欠けている.これに対して,ドラマ理論では,感情の変化や認識の変化などといった

(しばしば非合理的なことも含んだ)状況の変化を扱う22).商店街コミュニティでの様々

な交渉段階における,交渉時における感情の起伏などをモデル化していくためにドラマ理

論の方法論に沿って進めていく.適用の一例として二宮23)は,公共事業に対する住民と

行政の交渉プロセスに着目し,各主体の姿勢の変化を解釈し,主体間で起こる交渉の展開

について考察している.商店街のしがらみなどを理解する上で,これを記述するための方

法が必要である.

1.3 研究アプローチの概要

1.3.1研究の組み立て

本研究では,コミュニティ内で計画が持ち上がった初期段階から最終的な合意形成に向

けての流れの中でコミュニケーションが始まり,交渉がどのように展開するかを合理的に

理解することを目指す.このためにまず商店街コミュニティでの人々の経年的な付き合い

を理解しながら,住民間で計画策定を進めていくプロセスに対し,参与観察24)を行い,

事案に関係する主体間のコミュニケーションと各主体の意思決定が入り混じりながら展開

されるプロセスを事後的に見て,これを記述することを試みる.その上で,以下の3つの

研究の軸を骨格に据えながら進める.

①コミュニティ内での合意形成の観察

商店街コミュニティの当事者らは,計画を具現化するために,経験と直感をもとにして

計画策定の場への参加者とのコミュニケーションを手探りの状態から始め,時に交渉事と

なり,問題を解決するか,あるいは挫折する.そのような一連のプロセスを実際におこっ

た事例をもとに分析する.コミュニティ内では本研究で扱うような事案から商店街運営に

おけるさまざまなことで住民間での交渉が日常的に起きている.参与観察を通して得た住

民間の合意形成のシナリオは会話の本質を理解していくうえで重要である.



②コミュニケーションの可視化

①を受けて,コミュニティ内での事例におけるコミュニケーションプロセスの再現実験

を複数回行う.実験の詳細は3章以降で述べるが,実施した討議における参加者の一つ~

っの発言をその機能的側面から分類し,時間軸上に並べることで討議が結論に至るまでの

プロセスをわかりやすく可視化する.発言の分類は,会話分析にもとづいて行う･会話分

析とは,プロトコル分析25)と同様,コミュニケーションプロセスを分析する方法論の一

っであり,実際のコミュニケーションの場を観察して,主体間で行われる会話の展開則な

どを解釈するための手法26)である.会話分析は,プロトコル分析のように,単語や文節単

位で発言の意味を解釈するのではなく,発言前後における内容変化の有無や会話の流れに

着目するため,比較的容易に発言を分類できる･会話分析は,日常会話から教育や医療な

ど専門分野における会話まで幅広い範囲を対象として行われている･公的な討議を対象と

した研究事例は筆者の知る限り見あたらない･また,会話の本質に迫り今後の合意形成の

指針を提案する際にもっとも基本的な取り組みであると考える･

③ファシリテーション技術の改善

コミュニケーションプロセスの可視化手法および分析の結果をもとに,今後の合意形成

に向けてのファシリテ-ションに関しての知見をまとめる･ファシリテ-ションの技術は

未だ確立されたものではない.また,ワークショップなどは一般的に時間等の制約のもと

で行われる.数回の討議のなかで半ば強制的な合意形成が要求される･このために早い段

階で参加主体の発言の特徴や討議のシナリオを読みとり,展開させ,ときにはシナリオ展

開のために必要な要素を付加していくといった技術が重要である･

図1_5に示すようにこれら①, ②, ③は相互に関係している･同時に,本論文の節2jT:T'

から第5革もまた図1-5に示す通りの関係にある.

1. 3. 2 本論文の構成と各章の概要

以上を踏まえ,本稿は全6章から構成される.

1.序論

2.コミュニケーション充足による計画策定プロセスの合理化に関する分析

3.住民討議プロセスに関する実験的分析

4.公的討議プロセスの円滑化に向けた実験的分析

5.計画策定プロセスにおける交渉的局面の顕在化に関する分析

6.結論

本章,すなわち第1章では本研究を着手するに至った背景や目的,特に都市計画への住

民参加の歴史を整理した.うえで,現状の参加型の計画策定プロセスの問題点や研究対象の

モデル地区内での事例に触れながら,モデル地区を説明,第2章以降で取り上げる二者間



の交渉について定義し,本研究の位置づけと構成について整理した.

①コミュニティ内での合意形成の観察-第2章

エピソードを通してコミュニティ内での計画
策定のプロセスを理解する.

計画策定までのフェーズ(段階)を認識する.

主体(プレイヤー)の段階的なポジション変

化を認識する.

<フィードバック> <再現>

②コミュニケーションの可視化-第3 ･

4章
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主体の発言による計画への影響を考慮する

合意形成がなされるタイミングや必要な人材

を明らかにする

③ファシー｣テ-ション技術の改善-第5章

l
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図卜5 研究の組み立て

第2章では,本論を進めていくにあたり基本の計画策定プロセスとなる,モデル地区に

おいて会合を1年間続け,計画策定された計画をとりあげる.計画策定に向けて住民たち

が話し合いを進める場所に参加して得られた結果をもとに,具体的な会話の記録がある全

28回の連続した会議を通じた議論の展開に着目した.対立する二者間での会議であったが

会議を重ねるごとに主体の言動に変化が見られた.結果的に28回の会議で計画が策定され

た.会議が進むごとに大きく議論の内容が異なる会議群をいくつかのフェーズ(段階)に

整理し,それらをもとに計画策定プロセスに対するシナリオ的視点からの一般的記述法の



提案,プロセスを円泊化するための諸方策の検討を行った.第3章以降では,第2章で整

理したフェーズにおける主体の姿勢の変化の要因を明らかにするために,討議実験とコミ

ュニティ内でのエピソードをもとにした主体間で繰り返されるコミュニケーションのプロ

セスに焦点をあてた.

第3章,第4章では第2章で推察した主体間のコミュニケーションによる各主体の姿勢

の変容の再現を試みた.まず第3章では集団討議でのコミュニケーションのプロセスを一

般的に記述するため,実験的な討議の場を設けて積み重ねられる発言に着目した.記述の

手法として,それぞれの発言を会話分析のコーディングにもとづき類型化した上で時間軸

上に配置した.グラフ上では参加者たちの発言による会話内容の誘導や,同調傾向などを

捉え,コミュニケーションにより知識が共有化されるプロセスや,議論が冗長化するプロ

セスを明らかにした.

第4章では,経年的な付き合いのある主体の討議と,初対面同士の討議の比較実験をお

こなった.環境に応じた違いをもとに交渉的局面の特質を明らかにするためである.第3

章で提案した可視化の手法をもとに,局面をより具体的に明らかにするために討議プロセ

スをいくつかの幕に区切り実験を進めた.そのうえでサブテーマが増え続け議論が冗長化

する場合や,論点が変更されていく場合などに討議を円滑に進めるための対処法について

検討した.

第5章では,まずモデル地区での2つの計画策定プロセスの事例を対象として,計画策

定プロセスにおける各フェーズでの関係主体の利得について考察し,これに基づいて局面

の転換要因を明らかにした.その要因をもとに交渉的局面を推し進めるドライバーについ

て考察し,交渉打開に向けてプロセスを駆動させられる可能性を探るとともに,ファシリ

チ-ションの新たな技術として,第4章で得た様々な局面でのドライバーによるシナリオ

の変更による交渉打開策について検討した.

最後に第6章では本研究で得られた知見を整理するとともに,参加型計画策定プロセス

の実務上での可能性についてまとめた.

論文全体の構成を図卜6にまとめる.
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第2章 コミュニケーション充足による計画策定プロセスの合理化に関する

分析

2.1概説

まちづくりにおける利無調整や合意形J'吃0)プロセスを理解･.=i'L!述し,またl【J消イヒさせる

方策を輯くためにこ41までに数多く0)研究アブロ-チが採用されている. EllL削こおける意

思決定に流する力法として断刷'J恩il,決起法の援川-',息ノii決'jii[過柑を.;.1L!述し,触鞄解を

導くためにゲーム粗論を川いたコンフリクト調弓iU)'策の提案2'など多岐にわたる.これL>'

計沖偶止プロセスを解叩けるための数刑'Jアブロ-チl'は,挺雑な人IZiH娼=系や帆別'Jな締

句･:過稚をある手[l!I生までi棚屯化せねばならず.コンフリクト発′1三から行一rt:tlこセるj地相の1[]で

の様々な事象, 】1..価.それL-,の州/1'.作川を必ずしも的確に儲E9]できない.本rt;I:では摘l.ll:1l=j

コミュニティで付点膨)'にが進んだ.汁l叫策'ji:プLjセスに尖際に人り込むことにより,その過

程で0)鞄数[t7)の仝.喜劇こ【ほむけて.温論U)拙みT.iaLlによるシナl)オの推移を傾.;(F.する,

モデル地E*.Cこ才汁ナる)J≦心的な行.Ei･JriI'にU)j馴.!はItx12-I a)よつになっている.こU)Ll.-机7人

は乍【郎)I馴.'il=jにJ3いてもIrJlじ様な過柑である･l'.

､
･

:.'､∴l::.

†
llI!,il企

･

ltfl)占街コミュニティにINわる,ih(!1j等での会議

･定期的な会議

_f二_∴t_二__~∴t∴___1_∴ー_1_I_…_ユ_外剛かL-, I -2人U)jlT!･lifが選.'IJ.される(24F=10)lT:州) …t

図2-1モデル商店街コミュニティの合意形成のシステム

E対2-1では･-JU)ハ息形)J妃U)システムが碓＼'11されてし､るようにlユえるが,尖際にはIiい

時間をかけて形成されてきたコミュニティでは地[x-.[人】に州i三する什はIl"でIll絹枝火イJLが子iわ

4,1, 1,;;.頼l対係が築かれている一Iことにfl:.意しなければならない. 1Ei柿関係は,協)J関係を

生むが.槻/(tや対､'{_も[^1日している.例えば抑.'Ji-律iでは, l削硝臓RLや′t湘の場として′J三

じる課題の解決にEr't]Lナて様々な,i-E･L叫が策Iji;される.当事者らは,それを｢減化するために.

経験とL自_観をもとにしてコミュニティ参加者とのコミュニケーションを7=探りの1月態から
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始め,時に交渉事となり,問題を解決するか,あるいは挫折する.つまり,どれだけシス

テムが確L･:されていても,確事会の場での会議の内容は合意形成に向けて時に感情論で進

み.あるいは'Jt長的なやりとりを経ることになる.

【*12-1にノ71ミすようにネットワ-キングされた各組は理事会というシステムを構成し辛居

ると.-Tえる. 1･XT2-2は.そのシステムの,LI‖)として計向を策定するというプロセスを表現

している.各組からjll!串会に吸いあげら41る意見はいつも同様とは限らない.例えば.理

事会で0),消し告い以外のIl常での組同l.1の付き行い等により,組の意見の内容が大幅に変

史さオtたり,宛されて次のEEP.事会に臨むことさえありえる.仮にこのような状況を外部の

人間がコ-デイネ-卜してい<場合.理事会を公式の場とするならば.非公式の日常空間

での縦や作氏の間のイ､上き行いを確解しない限り,介意形城へのシナリオは描けない.

図2-2 各組のネットワーキングによる計画の策定

以1二に述べたように実際のまちづ<りの計画策定プロセスでは関係主体はそれほど戦略

的ではなく,コミュニケ-ションのイく慣れから比良的なプロセスをたどることも多い.そ

のようなコミュニティの中で合意して実りある計画を得るためには,いわゆる古典的な交

渉的解決法5)だけでなく,それ以前の段階も含む計画を策定するプロセスを包括的に改善

することも重要である(".具体的には,内外のコミュニケーションが途絶え,閉塞的とな

る1大旗を未然に回避することなどが方策として重要である.仮にそのような計画策定プロ

セスに部市計画コンサルタントが関与するとすれば.主体間の閉塞的状態を予防あるし-は

解消するよう使命を持たされるであろう.ひとたび対立が生じれば合意へと至らせるのに

多人な作業が要求されるだろう,計画策定のプロセス上にそういった障害が'1=.じないよう
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にすること,減じることを本研究ではプロセスの合理化と呼ぶこととしたい･

また,木島の知的ポリエージェント学習モデル7)を応用し商店街コミュニティでの交渉

をモデル化すると,図213のように示すことができる.ただし,商店街コミュニティの性

質上プロセスは必ずしも①-④という流れの手順を踏まない.それゆえに円環的に表現す

ることが妥当である.このモデルヘの関心はそれぞれの過程で交渉局面が発生したり消滅

する可能性を表現している.木島らはこの生起表現を数学的に説明している8).

図2-3 商店街コミュニティでの交渉

第1章でも述べたように情報を共有し,交渉を行うなどして合意に至るプロセスは,三l三

に関係主体間のコミュニケーションを通じて進行する.特に商店街のように理事会を通じ

て組織的な意思決定が行われるコミュニティであれば議事録をもつ会合に参画することで,

そのプロセスを観察することが可能となる.そこで本研究では,名古屋市内の歴史ある中

心市街地商店街のコミュニティをモデル地区として,地区コミュニティの計画策定プロセ

スについて,プロセス的観点から合理化の可能性を探る.このためにまず同地区のアーケ

ード改修工事に係る計画策定プロセスを対象として,後述する参与観察の方法論に則り,

商店主同士が比較的合理的にコミュニケーションを行う場である商店街理事会などの会合

に参加しつつそのプロセスを記録する.そして数回の会議を通じた議論の展開に右目し,

計画策定プロセスに対するシナリオ的視点からの一般的記述法の提案,それを用いること

によるプロセスを円滑化するための諸方策の改善に漬する検討を行うこととする･



2.2 コミュニケーションプロセスの事例

本研究で対象とする商店街コミュニティではア-ケ-ドの老朽化が進み,安全面からも

好ましくない状況になっていた.これまでにも繊度となく改修の話が持ち_とがっては消え

ていた,アーケ-ドを改修するには田の補助を含めて-･億円以上の経資が必要とされた.

相水的には新削17:1=.にも経済的負荷がかかってくる.新商J,1,=1てはそのようなリスクを負う

ことには否定的であった. 2006年10月に具体的な改修の話が持ち卜がった.阿2-4にア

ーケード改修事業(''に関する内容を,表2-1に当該地I*_での介意形成の時間軸を示す.

平城1 9年度少･f一高齢化等対応中小南菜晴惟化事業(モデル地区のスキーム)

iJiLrl.･1L｢

:同 1)分の1

I

lrr小小売商男坂取払.商1二会及び商上会議所による小規模事業者の支援に閲すろuミ

fl!の題'jii'を受けた計痢に掛}き1削f存される施設

･南仏街･商梁1h-柏を収りyL_i=く様々な社会関越にJ寸応すろことにより商J.iir街･両業態
桃の捕作化をr文lるための施.j'廷･.設備

囲2-4アーケード改修事業のスキーム

こ0)事業の-1=)fi権はIrll削与7:'.が組織する用事会が握っており.新商店I-i:-.は当初反発を見

せた.その後, grl軌Li-'i:_らは摺事会に対抗すべく新しい組織(以~Fではこれを｢新組織会

議｣とI].f･ぶこととする)を､j_ちL-_げた,
､(/J,ち1二が-)た組織はアーケ-ド改修計画の問題以

外の.喜郎～‖掛こ対しても様々な提案,括軌を行った,新繭l[ij'主の桁数のなかで,まちづくり

コンサルタントや建築上の意見を聞<など外部の人間と接触する機会が増えていく. ･方

で, f[;動を続けるにv)41.奨金r(1)'や会員間の連携などにおいて組織運営の雄しさに直面す

る,やがてEftT_事会,すなわち旧商店主からアドバイスや支援を得るようになり,確事会に

譲歩していく面も見られた.結果としてデザイン案を新商店f_が担当し,店主毎に異なる

負fEl_率の設定をrL】商店主が相当するなどして埋草会と若手組織が歩み寄る形でア-ケ-ド

の改修計画が策定されていった.

アーケードは,昭和39年の竣工以来,雨天時でも客足を遠ざけないものとして商店街に

-一様に利益をもたらすと信じられてきた.しかし店舗数の減少や部分的な劣化により各店

細の負担とその較差が人きくなり.近年ではアーケード存置に関して商店主間で意見が分

かれている.



表2-1モデル地区での合意形成のフロー

期間 工事までの国.県とのフロー 商店街コミュニティの合意形成フロー

2007年

･2007年2月補助金申請
県との調整が開始

･2007年3月
補助金対象地区に選定される

※条件として商店主全体の承認が
必要

･2007年8月
アーケードの基礎調査が開始され

る

･2007年10月
一■

国に承認書を提出する1

･2007年12月

一部工事が始まる

･2008年11月
アーケード改修工事が本格化する

･2006年
補助金申請を目指したアーケード改修の話題

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

が理事会で出る

･2007年1月
アーケード改修に関する会議が始まる

t17回の会議を通してl

･2007年8月

9月

10月

11月

12月

2008年

1月

2月

改修に向けてほぼ合意がされる

l

l計28回の会議がー)HIT,:I.されるl

すべて終了する

2008年3月

関連する会議が

以上より本研究の事例に登場するプレイヤーを整理すると新商店主,旧商店主,外部者

となる.以下では場面によってそれぞれを(新)(旧)(外)と表現する.計画が策定されるまで

の計画が持ち上がり,合意に至る数年の間,三者が交わる場面では何らかのコンフリクト

が発生したり,連携する場面があったが,それらはすべて商店街理事会と新組織会議の二

種類の場で明るみになっていた.表2-2では,約一年間に開催されたこれら二種類の会議

について,議事録をもとにまとめた概略を時系列上に並べ,それぞれの会議における

(新)(旧)(外)各主体の参加の有無を示している.



表2-2 全会議の概略と参加者

月 至≡p∴-. 内容

1
ZOO7年

qZ]
理l)E会 ア-チ-ドの改修に向けての基礎凋査につし､て話し合わalる,参軸~者:-(*)緬)

Z EZZ] 押L拝会
ア-チ-ド改修の堪礎詞尭が=川別号;一三たらのあいだでi欠'ji:され調寛がはじまる.

参加者:(釈)‖日).

3 EZZ] 新組織会読

アーケードの改修計l酎二ついて反対することを卦札外部からの有識者等を交えて新し

い組織づ<りに.)し1T.了{iしゎ:).

参加者:(釈)(外)

4 :H1 伸一拝会
‖TI商店i:_[l[心によるア-チ-ド改修に悦する計画に対して新曲店主たちが強い反対を

炎ryける.参面着:廟)(旧)

5 :Hl 新組織会誠 析机織を.i隻;i_し新ししゝ商店術のあり)J-を議論する.参麺考;_(額)鍵)

6 EE] LEI_!.J[2-
アーケード改修.汁側をすすめるためのふ推論がさかるが.新商店主の-一部は依然として強

い反対を点n)lする,参加者:(節)(fEl)

7 EE] frM[会 r削l滴u)屯イベントの誠がーl''L､に進めらaLる,アーケード改修の話はほとんどさaH:i
い.参加者:I(蘇)(旧)(外)

8 皿 斯別紙会議 駒rf軌1i'7.:か小心にf亡r),qr1ベントヘ介LdTiLF)提案に-コいて話し合-ラ,参加者:(新)(外)

9 Eb E可_!1[仝
新l削l言lミからJ)従イベント探案に対して.rll商店i三たちからアドパイ7,等を受ける,参

加着:一新)l旧)

川 EP] Fq=[J_?
アーケード改修1-:l]Lに関して行商I.1i'LT)i--i-体的/fr1抑街が提示さ4Jる,

参加者:(新)ー旧)(外)

H EP] 新組織会j遜
7lH=開(ti:さ4Jる嫡J[riJ律iのイベントでのノ､T.不足に関して.旧商店主側から新組織に対

して心機u)'FG<(.j1'J7があり新削り÷たらはそ寸Jを′紺;する.参加考:-_節)~~uF)__1外)

l2 EE] LE1!')i仝
lmIL1滴LT){ベントのfTら(}わせ等が.試し釦)atる,アーケード改修工事に関してl_引まと
んど.fl与し合i)4J/亡い_

参加者:価)‖日)

a) EZZ] ELー州会
終始.鎚イベントの.吉.VJ;子iオ)4[る.新r一弘t.=一三たらからの1'ベントヘの提案は採用さ才tる_

参bt]音-:(節)(I日)

El EZZ] qr机織会議 Lli'ベントでの新組織LT)手張割に-｣いて,-f[iしゎ:).定イベントでの企画等の具体的な計睡j

が′】ミさd】る.参加者:(蘇)例.)

15 EE] F坪=i会
q:イベントに向けてLt長終rr'.J{仁frらたa)せがさ4lろ.

参加者:t薪)(旧)

1(; 1り ETE!'Ji会
ア-ケ-ド改修計l申‖二むけての負tf].額の議論と.今後の商店街の組織構成について議論

さかる.参加者i(蘇)(lB)帆)

17 EE] 汐t組杭全議

qT組織1^Iでのqr店iiたらの号隻剖(窄I.1ir舗対策等)が決めらatる,ホームベ-ジの立ち上

げに-)いて.言責し合1)aTる.

参加者:一新)(外)

El EZZ] fIL1_'1i会
アーケード改修.汁ldliでU)各l削tf-i:_cT)負担鰍こ--)いての話合いがさ4lる.参加者:一新)

(旧)(外)

l9 9円 qr組織会践
新組織のホームヘ-ジが_Ill-/t-)ヒがろ,新組織独自の商店街での定期イベントについて話

し命う.参加者:(新)(外)

四 川り fIB'1【会 アーケードのn'h担iに-)いて,Jd終的なデザイン等について話し合う.参加者..(l即(外)

E] BZZ] 新組織会議
新組織独白のイベントについてのf交ゎ会等が行わaLる_理事会との連携について議論さ

わる.参加者:(新)(外)

四 uE] 即!-li金
ア-チ-ドの計画がほぼ決定する.負担額についての最終的な合意は決夫らなかつた.

(このn.催役r.弔が始まる,)参加者:(釈)=日)(外)

E] Hll 所組絶会.過 商店街の冬のイベントについて話し合う.参画者f1*)-(輿)

24 EEZZ] 埋'T'会
ア-チ-ド改修伴1馴二--)いての各店主の負担額が最終的に決定する.(ア-ケ-ドの改

修工弔が本格化する.)参血書~こ価)-(旧5廊):

田 】ZJ=l 断絶杜会3題 商店街の冬のイベントについて話し合う.参加者:(蘇)(外)

2b
匹狙
Eq]

LII7_弔会 ア-チ-ドの完成記念イベントについて話し合う_参加者:(新)(lEI)(外ー

27 1月 新組織会議
ア-ナードの完成記念イベントについて話し合う,(このl】ア-チ-ド改修工事が完了

する.)参卯者;.廓)堺)

田 EZZ] 新組織会議 立らヒげから--'rr=経過したことでの成果等について話し行'),参加者:価)(外)



2.3 分析

2.3.1手法

前節に示したようなコミュニティでの多様な交渉の局面を含む--連0)プロセスを数刺'.)

に表現することは困難である.

-)]-,コミュニティや集[引こ外部者が人り込み,コミュニティの社会n'J僻みをIt･T171体験

し,朋牢,分析する｢参Jブ.観察｣ 9'と;i'われる社会朋稚下はカミ碗;lJ_gかている･参Ij胤察

では.複雑に_l三体が相互作用しあうコミュニティl^]でも一'ji:0)ルールが/(I/l･:することをFIJ(I

提にし7J,その制約に[^]4っれることなくコミュニティの社会桃ieiやそa)ダイナミクスを

抽.1hすることに関心がある.観察抑まコミュニティに参))11して独特の[[･'火たりや文化を体

得していく.そこでは∴閑雅郎)&,-えが】卜しいかどつか.いわゆる捕縛的な)jiムで検L;'lE:-す

ることはしない.むしろ,観察か.う凋聴音0)PJ･えを進Ij4させていく.い4)ゆる■川棚ムをと

る.参′j･観察においては,社会I瑚係にJ)‖わり一視察をJに/ALL,.そU)なかで人々U)Ill-'鵜を

理解しようとする. ltX12-5に針テ観察に脚Jるドイ榊】U)l糊係を′Jミす･

園2-5 参与観察に関わる主体間の関係

㊨ lit,j-行比･e;捕

● ′火UWIJIR]'j･仰附l:-)

○コミュニテ//ン′ト

本研究のモデル矧X:では.拝-#10) ･)､が仝.i遜U)進子什刺(I I-lt後に.Wl'11uLど&JIH･')コーデ

ィネータ-としてコミュニティに人りソ｣,.ill.I.iが策'jiIさjlるウuセスに才;いて･
nL-)杏

含むヂ=:.体の姿勢や^(i助に見る変化を捉え.それが乍附こ及ぼすjg幣1陀観察した･モデ

ル地l*.の-*-･例は･rnl'ではl.帥'なものかもし41ない.しかしたとえそ:)であれ ーl-fi!左側係を

観察し,脚色することから,外n'J妥当11E･:tこ欠けるとは.ミーえ.コミュニティl^JU)什創IJ'･;:I.Lr7[

に係る-舟祁'J知見を兄いだしうるく''と考える.



2.3.2 プロセスにおける諸フェーズ

交渉のプロセス段階を考えた場合,原科らは交渉のスタートから協定の作成までを5段

階のフェーズに分けている川).また木島らは,交渉のプロセスを一つの｢ドラマ｣ ll)とし

てとらえ,図2-6のように交渉プロセスのフローを五段階に定義し,表2-3のようにそれ

ぞれの段階を説明している.

次のエピソードヘ

図2-6 交渉プロセスのフロー



表2-3 交渉の五段階

第一段階
..________--1L-----------------------I-----------------------I-----------------I----I----I-I-------------------------I---------------------------------------I-----ll------I---I--

意思決定状況の大枠を主体が把握する段階である.

第二段階
___I__I___I_______ー_ーー1_ll__----A-----I-ll-I-I-------I--I--I-I-------一-I--I-I------------I-ll--------------I--I-I-----------I--ll----一-------------ll---~~~~------I-ll-I-----I

キャラクタ-がフレームの中で相互作用することになり具体的に意思決定状況を明確

化する.すなわち各キヤラクタ-のポジションは,他のすべてのキャラクタ一に対して,

同時に提案される.もし,唯一の満足できるポジションで全キャラクタ-が合意して,
なおかつ,そのポジションが実施されることの信滋性があるならば,第四段階へと移行

する.そうでなければ,第三段階へと移行する.

第三段階
.___-______ll--_-----------I--I--I-----I-------I-I--I----------I--I-----1---------ll-I--------------------------I--I--I-------------I--ll--I-----------I-I------------ll----I---一

第四段階へ進めない状況,すなわち,第二段階での意思決定状況が複数ある場合,もし

くは少なくとも一人のキャラクタ-が提起された立場の実施に不審を抱いている場合,

キャラクタ-内に相互作用を変化させる,内生的圧力が生じる.その場合,圧力の原因

である立場や脅しと意思決定状況のパラドックスを克服するために,第二段階に戻り,

新たな相互作用を構築しなければならない.

第四段階
_______1L___ll__I_-I----1----I-ll-I----------I--I-I-I----I-----I----I------------------------------I--I---------------I-I---A-------ll------------------I-.-----1L------I-----1-

ここで事前交渉が終了する.合意は必ずしも,ハッピーエンドのように直感的に望まし

いものではあるとは限らない.交渉過程によっては,互いに相手を憎みあうようになる

ことによって,脅かしあう結果が解決(合意形成)となるかもしれない.

第五段階
____I________1L__l1____I-I-----------I-------------------------------------I---------I----I-----------------ll-ll------------I------------------------------.-.--.I--I------.-.-ll

整合性のある合意にしたがって,意思決定が実施される.現実には,この段階で得られ

た合意は次の意思決定の場面設定となる事もある.現実には,時間が十分にないなどの

理由で,交渉が決裂することも考えられる.

上記のような既往研究を参考にモデル地区の事例に目をむける.コミュニティに何らか

の課題が生じ,これが計画策定の動機となる.これを受けて複数主体間で計画(莱)が持

ち上がる.コミュニティである以上,新商店主,旧商店主は互いに協力を求め,事案に対

して承認を得る等の必要性を感じ,しばしば交渉を行い,展開する.表2-1に示した全会

議によるコミュニケーションの流れを,いくつかの段階に整理しようとするならば,表2-4

のように①-⑤のフェーズに分けられる.フェーズからフェーズに移る時点では何らかの

局面を迎えている.表2-4の①では新商店主が旧商店主からの計画を拒否し,これ以上コ

ミュニケーションが継続できない状態になった. ②では新商店,旧商店主の両者が主張し

あい一旦交渉が中断した. ③では新商店主,旧商店主が新たな展望を持って椛極的な交渉

を再スタートさせた. ④では新商店主,旧商店主がお互いに主張を軟化させて譲歩しあっ

た. ⑤では新商店主が旧商店主の計画を受け入れる(新商店主の意見を取り入れる形となっ

た.



表2-4 フェーズヘの分解

フェーズ(ラ:アーケード改修案の立ち上がリ

商店街のアーケードの改修案が旧商店主を中心に理事会で立ち上がる.現在のアーケー

ドは,商店街を主導する旧商店主たちの父親の世代が結束して建てたもので,旧商店主

らは既に建造と改修を経験している.改修等で必要となる経費を自分たちで借金として

受け継いできている.新商店主は現段階での将来への負担(借金)を持つことには不安が

ある.

フェーズ② :新商店主の提案

新商店主たちは,将来自分たちが背負うことになるリスクに対して,負担の軽減を提案

する.一方,旧商店主からすると,新商店主たちがリスクを負うことは商店街にとって

当然であると考える(商店街組合に加盟していることで共同負担者になることは暗黙の

了解).ここで一旦,交渉は中断される.しかし,アーケード改修費には一部行政の補助

があり,計画をまとめなければならない期日が近づいてくる.

フェーズ③ :新たな組織の立上げ

新組織は若い世代で商店街のまちづくりを考える会として活動を始める.当初,新組織

と理事会はアーケードの計画に対して対立する.新組織はアーケード改修計画の問題以

外に,商店街コミュニティの問題に対して様々な提案をし,活動を実践していく.活動

のなかで,外部(商店街以外)と接触する機会が増えいく.一方で,活動を続けていくご

とに組織運営の難しさに直面する.旧商店主は,新商店主たちの活動を見守りながら,

局面において,組織運営等のアドバイス等を通してコミュニケーションを図る.ここで

は組織運営など共感が持てる問題について公式にも非公式にも会話を交わすことなどか

ら,次第にお互いに歩み寄りを見せた.

フェーズ④ :共同での計画策定

③で得たお互いの信頼をもとに新商店主と旧商店主は再びアーケード改修の問題での交

渉の場につく.ここでは,新商店主は旧商店主に対して,商店街としての組織の結束の

必要性と運営の難しさを感じている.一方で旧商店主は新商店主に対して,新組織での

活動の実紙を考慮し,できるだけ彼らの意見を聞き入れようと慎重な姿勢をとることに

なる.ここで新商店主は反対の姿勢をみせているが,反対することでの自身へのメリッ

トはほとんど感じていない.

フェーズ⑤ :理事会での承認

新商店主と旧商店主で議論は続けられる.新商店主が立ち上げた新組織は旧商店主たち

が主体となっている理事会内の｢青年部｣として位置づけられ,理事会が経済的･人的

に支援することについてお互いが同意する.これに平行してアーケード改修の問題は,

旧商店主たちが中心になって作った計画案に,新商店主が提案したデザイン上の要素を

加味した形となり,未来の経済的負担は当初計画のままとして合意に到った,



2.4 計画策定プロセスの分析

2. 4. 1各フェーズの分解と主体の関連

計画策定におけるフェ-ズ①-⑤で菅場するプレイヤー(節)･(111)･(外)それぞれの会議

への参J)(Iの推移をみると(x】 2-7 0)ようにな-)ている･

フェーズ①の分解
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国2-7 各フェーズの分解
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上記のようにフェーズ①からフェーズ⑤に分解するなかで, Ⅰ
-Ⅶで表現した網掛け部

分(以下ではパートと呼ぶこととする)は,新商店主･旧商店主それぞれが何らかの形で事

案に臨む姿勢が変化したと推察できる部分である.後述するように各主体の参加状況と姿

勢の変化には関連があることが読み取れる.

表2-5 パートの意味合いと前後の関連性

パート パートの意味合いと前後の関連性 フェーズ 会議

Ⅰ

新商店主と旧商店主の意見の違いが明らかになり,対立構図

①

2

3

ヘと発展する.新商店主たちは会議3で外部の人間たちとの
意見交換を通して以前とは違うポジションをとることを考

えるようになる.

Ⅱ

新商店主たちはフェーズ①で対立構図だけが顕著になつて

②

6

7

8

いたが,会議6,7,8を通して新しい組織を立ち上げそれ
を運営していくということに関心をもつことになる.特に会

議8ではこれまで旧商店主たちだけで決められていたイベ

ントを提案することになる.

Ⅲ

アーケード修復工事に関しては話されないものの,それ以外

③

10

の商店街内での関係について議論が深まつている,具体的に EE]

12

は新商店主たちの新組織に対しての運営支援等についての

話し合い等が行われている.お互いがそれぞれの立場を認め

合うポジションに変化してきている.

Ⅳ

商店街内のイベントでの協働作業についての議論を通して
14

信頼を高めながら,会議16ではアーケード修復の際に必要 15

16
とする各店舗の負担額について具体的な数字をもとに議論

が始まつている.

Ⅴ
新商店主たちの新組織の運営の議論に加えてアーケード修

④

17

18

復に関する議論が活発になる.
19

Ⅵ

パートⅤからの流れを受けて,これまで話されなかつた負担
21

22
金,デザインの詰まで及ぶ.当′トトが計画策定に向けて強

い影響を与えることになる.

Ⅶ
アーケード修復の計画策定に向けての｣協働体制がとられる

23

24ことになる.

Ⅷ

新商店主が単独で行う予定だつた冬のイベントでも旧商店
⑤

25

26
主たちが参加を表明する.またアーケード修復工事の終了に

向けての話し合いも始まる



表2-5にパートⅠ -Ⅷについてそれぞれの意味合いと前後の関連性を整理している.直

前のパートでは議論に上がらなかった会議の内容が,次のパートでは発展的な話題として

取り上げられたケース,そのパートを発端にフェーズが次に移ったケースに注目すると,

それぞれのフェーズ内で各主体の姿勢が変化しつつある時期を特定することができる.義

2-2,図2-7に示すように,これらのパートは,新商店主と旧商店主が公式の場でコーディ

ネーター等の外部の人間と接触した部分と重なっている.

一般的な交渉の理論5)では,それぞれの主体には利得があり,それらの値が変化するこ

とで交渉に向かう姿勢の変化が表現される.例えば,アーケード改修に関する合意形成の

交渉のプロセスを, 2人のゲームとして捉えた場合12).キャラクタ- (登場人物)は｢新

商店主｣と｢商店主｣となる.各自に期待される収入を正の効用,労力や支出を負の効用

(損失)とすると各自の利得は式(2-1)のように定式化され 各キヤラクタ-は表2-Gのフ

レームの下で均衡点を探そうとする.

G - (N,(Si)L･e

N,(b,.)i
E

N)
〟 :キャラクタ-の集合
〟- 〈1,2)
Si

:戦略集合(i-1.2)
b,A

:キャラクタ-iの利得関数

直積∫- ×
∫は未来の状態の集合を表す.

J∈〃

(2-1)

表2-6 キャラクタ一間のオプション(戦略)と未来

2

オプション S21 S22

1

Sll ∫(Sll,S21) f(Sll.S22)

S12 ∫(S12,S21) ∫(S12,S22)

注:Smnのmはキャラクタ- (1または2), Dは戦略. ′は未来のポジション.

このような交渉の構造があるとしても,夷際にそれぞれの利得値を特定することは極め

て困難である.本研究では実在するコミュニティの公式な会議の場での議論の推移を記述

し,会議ごとに各主体の姿勢が変化していることのみを提えている.例えばフェーズ③の

分解においてⅢからⅣへ推移する際に,会議11, 12のなかでは話されなかったアーケード

改修について会議16では非常に前向きな議論に発展している.また, ⅤからⅥに移行する

際も特に会議19から会議21などアーケード改修の負担金についての具体的な意見や,ア

ーケードのデザインについての工事の根幹にかかわる議論等が話されている.



2. 4. 2 計画策定プロセスの多様なパターンの可能性

モデル地区の事例では約2年間に計28回の会議を経て計画策定に至っている.この種の

計画策定プロセスでは結論を出すまでの期限が決められていることが多い.特に,計画策

定プロセスにコーディネーター等が介在する場合,時間や予算の制約の下で計画を策定す

ることが要求される.コーディネーターにとってはそのコミュニティに関与した経験や局

在的な知識を持っていなければ,コミュニティにとって満足な計画案の立案を手助けする

ことが難しくなる.例えば,歴史ある商店街コミュニティでは,商店主らの意識の変化や,

策定に必要とされる時間をコーディネーターが予測でき,およその計画策定のシナリオが

具体化できるのであれば,効率的で満足度の高い合意に到りやすくなるだろう.本事例を

もとにフェーズおよびパートの移行での各主体の姿勢の変化に注目しながら,会議から次

の会議への影響,フェーズ内での影響,各パートヘの影響を考察する.

図2-8では,合意に至った場合の計画策定プロセス■をいくつかのフェーズに分割したも

のを図式化している.表2-5,図2-7を考慮すると(釈)(旧)(外)の三者での会議が新･旧そ

れぞれの意識の変化につながっている.このケースを基本として,合意に至るまでのシナ

リオをいくつかのパターンとして図式化することとする.

フェーズ①

フェーズ②

フェーズ③

112+3l -

E].塾

-.....--..--.-.-..-.--T..-..I.-二,.i..r-.-;-.--.......---
910->1卜ー12.1314-.ー1丘十16

L.A

フ干-ズ④

フェーズ⑤

∩-■

l17⊥ー'8十19三0-.l21十i2T23-.'24l
▼

l25.-ー26t2728

%-i;L=i蒜妄,I_蒜妄響
t,*のパ_ト､の影響

図2-8 基本パターン



ここで,図2-8のフェーズ①のパート内の会議2,会議3は,フェーズ①からフェーズ

②へと移動するための必須要素となっているが,計画プロセス全体からすると,前半部分

のコンフリクトの発生要素となっている.フェーズ②に入ってもそのコンフリクトが続い

ている.恐らくコンフリクトは非公式の場でも続いており,その期間8.こあえて公式の場で

会議を持たなくてもよかったと判断できる.そうであるならば,フェーズ①のパートでは

フェーズを移動させる会議2だけを公式の場とすることで,フェーズ①を短縮できたはず

である.

フェーズ②においても,非公式から公式の場までの連続している話題をあえて公式の場

では議論しないことで,フェーズ②では会議7, 8を持つことでフェーズを完了させること

ができる.同様に,フェーズ③においても,連続している話題を省略し,会議11, 12とそ

のパートから影響を与ネた次のパートの会議16をもつことで完了する･フェーズ④でも同

様な形で会議を省略することができる.

このように図2-8を基本として,各主体の姿勢が変化しつつあるパートに注目し,パー

ト内でその変化に影響を強く与えた会議のみを抽出すると,計画策定に至る最短パターン

として図3のように図式化できる.

仮にコーディネーターが,図2-8の基本パターンを意識して,図2-9の計画策定最短パ

ターンを目指していたならば,会議2-26までの計11回で計画策定に到る可能性があった

と言える.

図2-9 計画策定最短パターン



次に,図2-9をもとに考察すると,フェーズG)内での会議を省略したとしてもシナリオ

全体は変化しない.フェーズ①内では,コンフリクトの発生とともに,非公式の場でのコ

ミュニケーションでも,商店主･旧商店主のお互いの意見を尊重する議論は生まれていな

かった.

フェーズ(丑は公式の場ではもたず,非日常の議論で完了したとして,フェーズ②からス

タートできる.図2-10に示すようなフェーズを省略したパターンも実現可能である.

図2-10 フェーズ省略パターン

一方で,パート内での会議それぞれがお互いに全く影響を及ぼさない状況を想定する.

図2-11では,フェーズ①と(参の間には三者間(新･旧･外)の会議が存在しない.フェー

ズ②から③では三者が参加する会議10を介してフェーズが移行しているが,その後フェー

ズ④から⑤で再び三者間の会議が存在しない.各会議が互いに連続しない別個のものとな

って全体として議論が進展しないことで,各主体にとってフェーズを移行させる動機が生

じない可能性がある.このようにして計画策定プロセスが停滞する場合があると考えられ

る.その場合,各主体が日常的に専念する個々の業務,個人と計画との関係の薄さなどに

より,計画策定の話すら消滅してしまうケースも起こりうる.



図2-11破綻パターン

2.5 フェーズとパートによるプロセスの合理化

2.3および2.4では,新商店主,旧商店主,コーディネーター等の外部者によって継続的

に開催された会議での議論の推移を図式化し,プロセス全体の謂フェーズヘの分解,およ

びフェーズ内での変化を示すパートを提案し,これをもとに計画策定プロセスに｢去⊆ホバ

ターン｣ ｢最短パターン｣ ｢破綻パターン｣などがあり得ることを示した.

主体間のコミュニケーションの質の問題により,プロセス全体が締っていき,シナリオ

が変化していくことは,地区コミュニティの計画策定プロセスに限らず一般的によく見ら

れる.個々のプレイヤーは合理的に最短時間でプロセスを進行させようとしていてもg:[IT･一光

的に交渉が決裂する場合もある.歴史ある商店街のようなコミュニティでは,本部例で言

う旧商店主と新商店主のような複数主体間で交渉が決裂した場合,関係修役に要する相川り

を予測することは難しい.なぜならば,つきあいが長1g=こわたる場合,想化した関係を必

ずしも急いで修復しようとはしないからである.さらにこのような事例が亜なることが,

コミュニティ内のあらゆる計画策定に影響を及ぼすこととなり,それが交渉主J6[;ilの利'ji:

構造をさらに複雑化させる.コミュニティに関わるコーディネーターの視点に立てば,コ

ーディネーターは,計画策定プロセスを円滑化させるためにコミュニティの経綿,特に経

年的な人間関係をできるだけ把握しておくことが望ましいだろう.現実問題としてコミュ

ニティが何らかの計画策定に直面するときには,複雑化した人間関係,問題をはらむ中で,

本研究で提示した｢フェーズ｣,フェーズが変化する局面である｢パート｣,それらにより

構成される｢パターン｣を意識することで,計画策定プロセスは円滑化するものと考える･



2.6 結語

本章では,歴史ある商店街のアーケード改修計画における新旧商店主の交渉そして合意

に到る計画策定プロセスについて考察した.本研究を通して得られた知見を以下にまとめ

る.

1)計画策定の当事者の意識の変化を読み取る手法として参与観察を実践し,その上で連続

する会議の議事録に対する検証を重ねることで交渉がどこで決裂し,またどこでどのよう

に円滑に進んだかを把握することができた.

2)コミュニティの公式の場としての会議の議事を記述し,計画策定までのプロセスを考察

した場合,プロセスをフェーズとして複数段階に分けることができた.さらに,フェーズ

内で各主体の意識の変化が明らかとなるパートを見出すことができた.これらフェーズ,

パートの視点をもつことにより最短パターン,破綻パターンなどプロセスの合理性を考察

することができた.

3)コンフリクトから合意形成までのシナリオは誰もが予知できるものではない.計画策定

に関与する当事者も含め,計画策定までのフェーズを意識することで,良好な結果を得ら

れる可能性がある.

停滞あるいは頓挫しかけている計画策定プロセスの事例において,当事者がそれを解決

することができない場合,実務者や専門家が上記の知見を踏まえつつ関与することで,由

界はあるにせよプロセスをより合理化させることができると考えられる.

本研究では各主体がどのような根拠をもってそれぞれの判断を下したかは明らかにして

いない.主体の内面まで探ることも重要ではあるが,本研究では主体間の相互作用を含む

計画策定プロセスの全体像に焦点を当てた.
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第3章 住民討議プロセスに関する実験的分析

3.1概説

地域住民の行政に対する理解の促進,地域への参加などを意図したワークショップ等の

取り組みが多く行われるようになった.このような場で住民が地域的な課題の解決に向け

て議論し,何らかの意思決定を進めるプロセスを観察すると,課題に関係する技術的ある

いは専門的な知識,ローカルナレッジ1)の扱い方,討議の進め方などに関して主体間で非

常に大きな違いが見られる.参加者は必ずしもそういった違いを認識しておらず,討議を

進めるうちにそのようなギャップが障害になり,討議がゴールへと到らないことの要因に

なる場合がある.

本研究では,仮想的な住居地区で防災情報技術の導入に関する討議の場を設け,参加者

に係る費用の分担比率を求めるために話し合ってもらう.このような実験を通じ,討議の

プロセスを観察し,図式化する.そしてこの図式を用いた分析の結果から住民討議をでき

るかぎり効率的･機能的にするために配慮するべき事項,参加者が行うべき事項などを明

確化することを研究の目的とする.

3.2 住民討議のあり方について

3.2.1住民参加による討議

近年,政府,地方自治体等は恒常的に取り組むべき行政マネジメントのシステム改革の

一環として行政運営に住民を参加させようと力を注いでいる.政策決定とそのプロセスを

住民に公開する透明性向上が要求されていること,福祉や環境,防災といった多元的かつ

総合的視点を以て対処すべき課題が増え,住民の考えやニーズを直接把握し,また住民に

意思決定0)'一部を委ねることが適切な結果を生む可能性が高いこと等の背景から参加の機

会を増やしているものと推察する.

施策の立案については従来より行政主体とシンクタンクあるいはコンサルタントが事務

局を担い,関係機関･法人の担当者,各専門分野の学識経験者,住民代表などが出席して

行う,いわゆる｢行政委員会｣方式を採ることが一般的である.近年は行政委員会に公募

市民を参加させる,行政委員会の下で住民主体のワーキンググループを設置する,行政委

員会とパブリックコメントやワークショップを交互に開催するという形で住民参加を組み

込んでいることが多い.最終的に行政が地域住民の代理人として施策実現に向けて行動す

ることには変わりがなく,テーマに応じた利害関係者や専門家の参加が望ましいことも従

来と変わりない.住民参加を考慮して大きく変わるのは一つには透明性の実現であり,ま

た一つにはローカルナレッジの集積･活用である.それらを踏まえることでプロセス論的

な視点からも新たな課題が生じることに本研究では焦点を当てたい.

住民が意思決定を行う場面に参加するか,行政側から提示された原案に意見を加える程

度にとどまるか,というように参加の｢質｣には違いがある.前者の方が,意識や行動を



より深く根付かせるが,意思決定を行うために必要な知識,すなわち対象としている課題

の内容だけでなく施策に係る費用,財源,手続き,法制度等に関する知識なども伴わなけ

れば実際には責任を伴って意思決定に関与することは難しい･

住民が参加しやすい,発言しやすいことも重要である.そのためにはまず誰が参加する

べきなのか,誰を参加させたいのかをはっきりとさせるべきであろう･一般に参加者は自

分に課せられた役割などを前提として発言するものである･どちらかといえば発言したい

人よりも発言させるべき人を参加させることが難しい.参加し難い人を参加させる工夫に

っいても配慮が必要となる.ワークショップや住民会議等の名称が付されるような,討議

が行われる行事では座長あるいは(座長とは別の)ファシリテ一夕-が発言をうまく引き

出し,論点の矛盾や漏れが無いように討議の流れを作り,全員が集まっている限られた時

間の中でゴールを目指さなければならない.ロールプレイングゲームなどの教材を通じて

理解を深めた上で討議に入ることも有用であり,その実施例も増えている･佐藤ら2),矢

守ち3)などはソフトの提供とともに具体的な実施方法を紹介している･

参加者の関心はそれぞれ異なる.各参加者の関心に対応して討議のシナリオも変化しう

る.事前に各自の関心を確認できないまま討議等を行うとすれば,座長あるいはファシリ

テ一夕-がその場で対応することになる.その際に個々の発言に含まれる真意や価値をそ

の都度判断できなければならない.座長あるいはファシリテ一夕-が地域的な背克卜経純

などを知らない場合はそういった判断を必ずしも的確にできないことになる･

また社会ネットワークが希薄な地域では,参加する可能性が低い無関心屑にどう対応す

るかも課題である.ある取り組みについてその重要性を強く訴えてもなかなか参加が増え

ないまま終わることもある.その一方で一部の人のみで決定されたものとなることが手続

き的に許されない場合もある.例えばマンションの耐震改修に多数の合意が得られるか否

かなど無関心層を放置できない課題もある.無関心層の意向を探るための方法の開発4)も

必要である.近年は特に防災の分野で公助･共助･自助の区別が言われ 自助･共助の具

体化に向けて住民の積極的な参加が重視されている.災害発生時に参加があれば十分とも

いえるが,住民がその内容と重要性について理解を深め,主体的に行動するようにするた

めには日頃から地域や地区の防災施策の策定に何らかの形で関わってもらうことが効果的

である.環境改善,景観向上についても同様の面があるといえるが,本章では以下-デ‡し

て防災整備を例に取り上げていくこととする.

ところで住民という用語について断っておく.市民,納税者などと重なり合いを持ちつ

っ意味合いが異なり,また研究者や分野によっても定義が異なる･本研究ではある対象と

する地区･地域に居住する市民を住民と呼ぶこととする.この住民は機会の多寡はあれ公

共計画に対し,自由に意見を述べることを権利として持たされている状況を想定する･

以上に述べた地区や地域における住民討議の特質を前提として次章では討議のプロセス

に焦点を当てて論じる.



3.2.2 討議プロセスについて

意思決定が進むプロセスは住民討議であれ行政委員会であれその一部が｢討議｣に依っ

ている.この種の討議は,文法的に不完全な｢会話｣によって進められている面もあるが,

基本的に参加者は論理的な解決を目指そうとしている.住民討議では,行政委員会に比べ

ると参加者が必ずしも討議に慣れないことなどから論理性が低くならざるをえない.討議

を行うと参加者間で平行線を辿ることがある.そのようにして討議が停滞するのは,利害

が対立していることによる場合もあれば,依って立つ前提の隔たり,主観や偏見による場

合もある.それに加え,討議の前提や価値判断を行うのに必要となる知識あるいは情報と

呼ぶべきものが参加者の全部または一部に揃っていないことが実際の場では案外と多い.

解決すべき課題の事実関係や施策の帰結について理解する機会が十分持てないまま判断を

求められる場合もある.

そのような問題点を抱えつつも実際には住民参加を多用しようとしている.このために

住民討議のプロセスの論理性を担保するため,プロセスの進め方について引き続き改良が

必要であると考えられる.その具体的方法としてファシリテ一夕-を養成したり,参加者

がディベートなどの進め方を学ぶことは有益であろう.ただし,改良を個人に求めること

には限界がある.実際に住民討議を行う地域や地区に,養成されたファシリテ一夕-や討

議の進め方を学んだ参加者が揃っているとは限らない.この意味で,討議の進め方を定型

的に挺え,定型となるものを知見として広めていくことも重要と考えられる.本研究では

討議が進行するプロセスをできるかぎり一般化して捉える形で知見を導き出すことを目指

す.もちろんファシリテ-ションの専門家が経験に基づいて知見を示唆すること5)6)も有
■●

益であると考える.

人々の話のやりとりを対象とした研究の試みは多くある7).対象テーマも極めて広い.

本研究では地域社会の課題を解決するために施策を立案するという,目的的で論理的に進

めるべき会話としての討議プロセスを対象とする.この意味で会話の非定型的細面はさほ

ど重要でなくテーマに関連する文脈を取り出して分析してよい.

特に時間の経過とともに,討議する人たちはどのように｢知識｣を学習,忘却,あるい

は取捨選択し,また,どのような場面で｢知識｣を共有しているかに焦点を当てる.討議

している人たちの｢知識の共有｣は時折うまく機能していないときがある. ｢知識の共有｣

は,会話の中での発言者の意図が相手に伝わるか否かに影響する.討議の中で,すべての

人がその討議の中で出てくる｢知識｣をその都度共有していくことは難しい.実際,時間

の制約や,人数が多いために発言する機会を失う場合がある.断続的に知識を学習しなが

ら討議を続けることもあるし,学習しないまま討議が続くこともある.

winogradは,言葉を産出する過程および理解する過程を,知識を適用する過程として捉

えている8).図3-19)に示すように話し手(産出者)はその時点で心内に抱えている意図や目



標を｢話し言葉｣あるいは｢書き言葉｣で表出するために認知的処理を行う･そして認知

的処理においては自身の知識データベースに記憶されている各種の知識を利用する･一方,

聞き手(理解者)は与えられた言語表現に対して,自身の知識データベースを利用した認識

処理を施し,そこから相手の意図した意味を引き出す.このようにして討議に参加する参

加者の言語使用能力は｢知識｣に依存する.人間がもつ,言語を産出したり理解したりで

きる能力は,他の多くの高次心的機能と同様に｢知識｣に大きく依存している･われわわ

は語桑をかなり増やした後でなければ言葉を自由に操ることはできない.また文法的な規

則も身につけていなければならないし,その言葉の背後にある社会や文化についての一般

常識なども備えていなければならない,とされる.上述の考え方によれば｢認識｣とはそ

の場で｢知識｣が獲得される行為と捉えられる.本研究でも｢認識する｣と記される状況

を｢知識を獲得する｣ ｢知識を共有する｣などと記述することとする.

言語学的関心から人々のコミュニケーションプロセスを分析する方法論として｢談話分

析｣
10), ｢会話分析｣ ll)がある.前者は,日常会話から契約書や調書に到るまでの広い範囲

を対象として文法論の方法を用いて記述･説明をしようとする.後者は,実際のデータを

観察して会話の全体構造などを(再)解釈する.本研究は会話分析の方法に則った応用研究

の一つとなろう.この分野で施策立案という対象あるいはそのための目的的な討議につい

て考察を加えた研究事例は筆者の知る限り見当たらない.

話し手(産出者) 聞き手(理解者)

図3-1言語コミュニケーションの基本的概念図

談話分析,会話分析では一般的に話された,または書かれた言葉を超える文脈,いわゆ



るコンテクストを取り上げる場合,定量化が難しく,分析者による的確な解釈が重要とな

る.村田ら12)はまちづくりのワークショップを題材に事例で行われた討議を概略的に構造

化し,コンテクストに対する考察を加えている.須永ら13)は住民参加を伴う公的討議をビ

デオで撮影し,やはり討議プロセスの概略をまとめている.村田らは討議の内容に焦点を

当てているのに対し,須永らは住民参加を伴う公的討議は最少4回の開催が適当であると

結論づけているようにプロセスのあり方を論じている.本研究でも既述のように討議のこ

のようなプロセス,すなわち時間的な推移に着目する.

プロトコル分析14)のように単語あるいはもう少し長い句や文節を定量的に捉えること

で会話を解析する方法もある.ただし,短く発した｢ああ｣といった単語が深い意味を持

つ場合や,相づち程度でしかない場合などその解釈に熟慮が必要な場面もある.羽鳥ら15)

は社会的事案に関する公的討議を題材としてプロトコル分析を行い,参加主体間の認識の

不一致や対立を明瞭化する方法論を提示している.また谷本ら16)はゲーム論の枠組みで同

様に討議プロセスを捉えている.いずれも定量的な結果を導いている一方で,その理論的

制約から討議内容を二者択一的なものに絞り込んでいる.

討議プロセスは参加者の特性にも依存して多様な展由の可能性を持つ.施策立案のため

にも住民討議が今後も多種多様に行われるであろうことから,討議が展開するプロセスを

できるだけ一般化して捉える方法を確立し,対応を検討することが住民討議という社会的

な仕組みの改善に繋がると考える.以下ではこのために一つの実験を試みる.

3.3 知識共有のプロセス

3.3.1合意形成プロセスのパターン
Ll=

日岡ら17)は,計画策定の場の議論において,議論の中でどのような状況認識に基づいて,

どのような意思決定を行うかというプロセスを理解することを目的として実験を行った.

この実験では討議参加者全員(A,B,C,D,E)が仮想的なある地区の住民であると仮定しても

らい,次項に示すような地区防災計画に関するテーマを提示する.テーマについて各自の

初見を表明し,それから自由に話し合いをしてもらう.そして全員で一つの結論を得て議

論は終了とする.テーマは一つの費用配分問題となっており,全員で一つの結論を出さな

くてはならない.当事者としての外国人居住者はこの議論の場には出席していないと想定

してもらった.実験経過は録画保存し,すべて文字情報に直した.そして,合意形成のプ

ロセスに焦点を当て, ｢合意形成のプロセスには一定のパターンがあり,そのパターンは何

らかの方法で記述できる｣という仮説を構築し,仮説の検証が行われた.

方法として議論のプロセスを図3-2に示すような図にまとめる｡すなわち,各参加者の

発言を矢印で繋げていく｡実験ではファシリテ一夕-は選出せず議論の中で自然に発生す

ることを想定する｡ファシリテ一夕-が現れた場合にはファシリテ一夕-が各参加者に対

してどのような作用を及ぼしているか､その触媒的役割も書き込んでいく｡さらに後日,



参加者にインタビューを行い,各々の見解の変遷はどの段階であったかなどを聞き,必要

に応じて図を修正する｡修正した図と最初の図から分析者の考えと参加者の考え(議論の

場において感じたこと)の違いを調べる｡参加者の発言と対応から分析者が｢反対｣の意

見だと判断しても,本人としては｢反対｣ではなく中立的な意見として発言したつもりで

あったというような可能性も考えられる｡そのような真相と分析者の判断の違いも図に書

き込んでいく｡

図3-2 議論の流れと参加者の発言と対応



議論の場において会話の中で小さな目標ができ,その目標について議論していき意見が

まとまる｡そしてまた,その小さな目標の上に新たな目標ができ議論していく｡その繰り

返しによりテーマの最終目標(結論)に収赦していくのではないかと想定した｡プロセス

の詳細としては､ステップ1として議論のテーマの初見についての理由から発言が始まり,

そこでいろいろな発言が交わされる｡そし七議論しやすい目標1を決める｡ステップ2と

して,その目標1について議論する｡結論が出れば次に移り､目標1と同じように目標2

を決めて議論する(ステップ3)｡そして目標3へと随時議論していく流れになり,最後に

最終目標へと合意していく流れ(ステップ4)を表している｡ここでは最終目標が合意さ

れれば､それがテーマについての結論となる｡その流れの概略は図3-3のとおりである｡

図3-3 目標の収敢



このような議論の観察から,結果として合意形成のプロセスは｢段階式パターン｣ ｢回

帰式パターン｣の2種類のパターンで構成されうることを見出した･

3.3.2 段階式パターン

図3-4に示す段階式パターンは,最終目標の前に小さな目標を設定し順次結論を出して

いくパターンである｡このパターンの特徴は,参加者が最終目標を明確に理解していなく

ても､小さな目標ごとに順次議論していくことで明確に認識できることである｡また,一

っ一つ議論していくことで話が頓挫することが防がれ,議論の流れがスムーズになると考

えられる｡

ファシリテ一夕-はテーマから予め小さい目標を想定す.ることで､議論の流れをコント

ロールし,また段階を踏みながら各主体がどの程度理解を深めたかなどを推測することが

容易になるだろう｡結果として主体の理解度に合わせて議論を進行で普,合意を形成して

いきやすいと考えられる｡

図3-4 段階式パターン



3.3.3 回帰式パターン

図3-5に示す回帰式パターンは,目標1の結論に至らなくても次の目標(2, 3)へと移

行する｡目標(2, 3)の議論の順番は決まっていない｡そして,その目標の結論を経て

目標1に戻る｡仮に目標2で結論に至らない場合は,次の目標4へと移行する｡そこでも

結論に至らない時は､また目標5へと移行する｡そして結論を出し,目標4に戻り結論を

出す｡そして目標2,目標1へと戻る｡このようなプロセスを図4-2に示す｡

回帰式パターンは段階式パターンとは違い,一つの小さな目標の結論が出なくても次に

進めていくことができるのが特徴である｡回帰式パターンは,この小さな目標の結論は出

ていないがとりあえず次に進み議論をすることで主体に気分転換のような効果をもたらす

のではないか､そして議論が先に進まないという主体の苛立ちや不満などを和らぐことが

できるのではないかと考える｡

図3-5 回帰式パターン



3.4 討議プロセスの記述と分析

3.4.1 討議実験

参加者間の意見のやりとりを時間軸上に視覚的に記述することを試みる.このために筆

者らは学生7人(社会人学生1人を含む)を集めて以下に示すような実験を行った･それ

ぞれA-Gと名付ける,

参加者全員に仮想的な地区の住民であると想定してもらい,表3-1に示すように防災情

報技術を導入するに際し,その費用の分担比率を決めるというテーマを提示し,全員で一

つの結論を出すように求めた.当事者への配慮から発言を蹄踏することがないよう外国人

居住者は参加しないこととした.テーマ提示後,各自に初見の表明を求め,それから自由

に討議をしてもらう.全員で結論を得て討議は終了とする.事前に時間制限は設けず,結

果的に約40分を要した.途中で質問があれば討議の前提となる情報のみ分析者(筆者ら)

が提供した.実験の経過を録画し,すべて文字情報に直し,全発言の開始時刻,時間を記

録した,膨大であるため一部だけを表3-2に示す.本テーマは,参加した人々がおよそ｢知

識｣を共有しあえる,専門性の低いものであり,個人の認識の差は少ない.一つの費用配

分問題であり各自の分担比率を結論として求める形で基本的に討議が終了するようにした･

表3-1討議テーマ

災害情報システムの日本人住民と外国人住民の費用分担について

あなたの住んでいる町が新たに地震危険区域に指定されました.そこで防災対策を住民で

話し合います.いまここでは,現在開発中の地震災害情報システム(地域の避難情報,損

壊情報等を加入者の携帯電話に自動配信する/ここでは災害時でも携帯電話が使えるもの

と仮定します)を地域で保有することとし,必要となる経費をどのように分担するかを考

えます.特に災害弱者(高齢者,障害者,子供,外国人居住者など)への配慮が必要です･

また本システムの場合,緊急時に発信される情報が基本的に日本語となることから外国人

には十分使いこなせないかもしれないという問題点があります.このシステム購入のため

にかかる経費500万円を住民から集めます.どのような割合で分担するかを決めます.日

本語を普通に話す住民が10世帯,外国人居住者5世帯,合計で15世帯とします. 1世耕

あたりいくら分担するべきかを考えて,合計金額を出してください. (以上)



表3-2 討議の文字記録(抜粋)

(討議開始)

1 : F :一世帯あたりは一般住民も外国人住民も-緒で, 500万を15で割ったお金です.

合計金額はそれに人数(世帯)をかけたもので僕はそれが一番妥当だと思いました.理由

としては,災害弱者とか配慮が必要とかあるんですけど災害になったらみんな同じ状況に

なると思うし,外国人住民,子供とか,障害者とか老人とかあまり関係なくみんなで均等

して割るのが一番いいんじゃないかと思います.一般住民と外国人住民と分けるのが,何

で分けるのか理由が僕には思い浮かばないので同じにしました.

2 :E:私は一世帯あたりの一般住民と外国人住民の分担比率は40万と20万, 2 : 1に

しました.合計金額にすると400万と100万とちょっと差がでてしまうんですけど,日本

語しかだされないというのでちょっと配慮が足りなくなるというのは間違いないとでて

るので,それならば本当は均等にして35万, 30万にしたかったけど,それはちょっと差

がなさ過ぎるのでちょっと開いて40万, 20万ということにしました.以上です.

(途中略)

52 :A:この場に外国人がいればいいんだけど-.･

53 :F:外国人がいればなんて,こっちがもし外国に行って住んだ時は,そういう-
･

アメリカに行った時はアメリカのルールに従うのが当然で.

(以下略)

(討議終了)

表3-3には7人の参加者の性別,世代,それぞれの初見(討議前の意見)と,討議を経

て得た全員による結論としての分担比率案を示す.

表3-3 参加者の特性,初見と結論

性別 世代 初見(世帯あたり負担額)

一般住民:外国住民

結論

A 男 20 45:10(万円)

33:33

B 男 50 45:10

C 男 20 33:33

D 男 20 40:20

E 男 20 33:33

F 女 20 35:30

G 男 20 33:33



3.4.2.プロセスのグラフ化

録画した画像と文字記鋲で討議プロセスを改めて見渡し,分析する.図3-6は3,3の知

識共有のプロセスをもとに参加者による会話の流れを表したものである.以ドこ41を｢モ

デリンググラフ｣と呼ぶこととする.時間を横軸にとり.縦軸には希参))[l者を並べ. ･r)

･･)の発言をIl】形の図形で表す. l]1内の数字については後で説l列する.ブEr手刷に関係件の

あるものや彫幣惟のあるものは矢r;lJで緊ぐ.ある人きな布引那)1】標を‖指すTI'で.矧度も

小さな掛軸の目標について討議していく場r面がみられる.その際.話し行われたテ-マや

辛-ワードを｢サブテーマ｣とし,グラフのド.小こ.:i'L!1乾する. ｣丈尖験では約40分の仝.i,r.･0)

小でサブテ-マは命計38倒とな-｣た.行参加者が.～.誠1-_の刷上i!∴ミや意iL.りふ削こヌ寸してI.･l

じ認識を持-)てし-ると言える場分に.終参J]Jl解かr'ヲ芭する帖F帥h)Tと､Ii･'(iする線をr[･lじ也と

する. ,-r'.一行線の色彩の変化をたどることにより.り誠プロセスのF^J解n'J変化を把舶する.こ

れにより参J)E7者の問で息lユや解釈.
.沼.識などu);(:Iが蝿めt-,atていくfl(I:.移など!Jm)I

i-,かとな

る.例えばサブテーマ｢妥ul,の境界線｣に才3ける肌49f削1U)Eによる光.lil rどこ0)ライ

ンで.あo),外[=q人もIl本人幸)
-

･一般化L(辛)妥l'0,するかっていつラインを求めたい-ノ

てこと?｣にヌ.ルてC. Dがそalぞal rそうそうそう.｣ rそつですわ.｣といぅ矧■州'IJなブ芭

.~弓~をした糊付,こ0)サブテーマ1^]でのC.
DU)線の色彩は. II,の色彩と川也にする,とい

うような作X-を施していく.

軒~~--
I

4

図3-6 会話プロセスのグラフ

モデリンググラフでは占嵐論に影轡をIj-えると&}･えL-,41る行プレイヤーのブ芭.L(に!!.I;I:t･1をあ

て.発言の剛勺検討,質的検討も1JJ-う.●発言の剛'J側l[l~iは各々0)プレイヤ-の当事者意識

と関係があると考えられる,議論におけるプレイヤーの当事者慮識の舵移を観察していく.



また,発.j'の質的側面はプレイヤーの役割や議論の1ji開に関係があると考えられる.そし

て,さらに議論全体を通して見受けられるサブテ-マの存在の観点から,先行研究17)で

′lミされた｢段階式プロセスJ
｢回帰式プロセス_lなどのような議論展開の形態の実態も観

察･考察していく.また,議論の進行における制約条件として｢議論の制限時間｣ ｢議

,論に参J)rlするプレイヤ-の数｣などが考えられる.以上のような制約条件が討議に与える

影幣がモデリンググラフヒにどのように表現できるかを検討する.以ヒの着ET.点をふまえ,

作))kしたモデリンググラフを岡3-7 (Partl-Partll)に)lミす,
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3.5 考察

3.5.1発言の量と華頁型

発言の最は直指的に討議の質に影響をLj･える要因の つとして考えられる.参加者は,

集L]ltして結論に達することに伴わせて自分の意見をできるだけ反映させようとする場合

がある.討議を進めるにつれ,一部の意見が際立1て主張され それが結論となる場合も

ある.このようにして討議のrllにいるという参加者の意識の強さは変化することがある.

討議を効率的か-)機能的にするにはこのような当事者意識を高めるべきであると考えられ

ら,そこで｢発≡言機会と参b[1者の討議への当事者意識の変化｣が討議に与える影響を観察

するため,まず討議全体を通しての発言回数の割合を調べる.次に｢各参加者発言匝l数/

サブテーマr^Jの総発言数｣の推移を調べた.結果を図3-8に示す,これらより｢各参加者

の討議にヌ寸する当事者意識｣を考察する.

一連の討議を通じてAとCの発言が多かった.彼らは討議への当事者意識が強いと考え

i-'れる.牛引こ八は行サブテーマ内で絶えず発言最が多<
,実際に参J)rl者の代表的存在とし

て分析器と前綻条件の再設定を行うなど碩摘的に参))r]してし1た. IIは,サブテーマによ-J

ては党-Tが多い場命もあ-)たが全体としては発言回数は多<なし1.しかし結論はrT.の発言

に依るところが人きか-)た. Cは終始討議に参加して積極的に発言をしていた.しかし結

論の後押しに寄与していない.つまり,発言数の多いことが必ずしも結論のユ削_1].に寄与し

ているとは限らない.また結論に導いた参加者の発言墓が多いとは限らないことがわかっ

た.

サブテーマ番号(NO. 1-38)

図3-8 会話プロセスのグラフ

b D

E3C

■B

■A

■分析者



一連の討議を通じてAとCの発言が多かった.彼らは討議への当事者意識が強いと考え

られる.特にAは各サブテーマ内で絶えず発言量が多く,実際に参加者の代表的存在とし

て分析者と前提条件の再設定を行うなど積極的に参加していた. Eは,サブテーマによっ

ては発言が多い場合もあったが全体としては発言回数は多くない.しかし結論はEの発言

に依るところが大きかった. Cは終始討議に参加して積極的に発言をしていた･しかし結

論の後押しに寄与していない.つまり,発言数の多いことが必ずしも結論の導出に寄与し

ているとは限らない.また結論に導いた参加者の発言量が多いとは限らないことがわかっ

た.次に一つ一つの発言を,表3-4に示すような会話分析のコーディング9)に基づいて分

類した.図3-9に示すようにグラフ上の各発言に表3-3の類型番号を付けた･表3-5には各

参加者の類型ごとの発言回数を示す.前半･後半それぞれ約20分に分けて回数を示してい

る.これより全体としてCode6 ｢情報追加｣に類する発言が非常に多いことがわかる.ど

の参加者においても多く見られた.各参加者が論点を強く主張する際,情報を追加するこ

とによって討議に対する認識や主張を共有させようとする傾向があると考えられる.参加

者Aは,他者に比してCode8 ｢抽象化･要約｣に類する発言が極端に多かった･実際にそ

のような発言によりファシリテ一夕-の機能を果たしていたと言える.また, Aの初見は

cと同じで,最初はCに同調する発言が多かったが,討議が進むにつれて各参加者の考え

や討議に対する認識を,自らが発言するという方法で明らかにさせるとともに,討議をさ

らに深化させようとする発言も見られた.

表3-4 発言のコーディング

内容の変化が有るもの

Code1 無関係内容変化 これまでと関係の無い内容に関する発言

Code2 情報追加的内容変化 新情報を加えた内容に変える発言

Codes 具体化.詳細的変更 具体的,詳細な内容に変える発言

Code4 抽象化.要約的変更 抽象的,要約的内容に変える発言

内容の変化が無いもの

Code5 無展開 会話の展開に何も員献しない発言

Code6 情報追加 薪情報,解釈,考えを付加する発言

Code7 具体.詳細化 具体化や詳しい説明を加える発言

Codes 抽象化.要約 抽象化や今までの話を要約する発言

このように討議プロセスを観察することで各自の発言から参加者の特徴が見いだされる･

そして討議プロセス自体もまた参加者の特徴,特徴をもった参加者間の相互関係によって

特徴づけられる面がある.表3-6には,実際に現場を見て掴んだ各参加者の発言の傾向を,

表3-5に示した各類型の出現回数と照らし合わせながらまとめた･
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図3-9 プロセスグラフ上の発言の類型の表示

衰3-5 各発言ま真型の出現回数

C()de I 2 3 4 5 (1 7 8 計

参))1li;-A 1 7 2 0 9 12 5 10 46

0 5 1 0 16 13 9 12 56

参加推B 0 2 0 1 0 2 0 0 5

i 1 5 1 4 16 6 3 37

参J)H者c 3 3 3 1 EEI 21 2 7 51

0 2 3 3 12 8 4 3 35

参加J1-D 0 1 1 0 3 2 0 1 8

0 0 0 0 8 3 0 0 ll

参力l1宵E 1 2 2 1 1 9 8 1 25

0 0 0 0 2 7 2 1 12

参加#F 0 1 1 0 0 10 3 0 15

0 0 0 0 1 8 3 0 12

参加者G 0 3 0 0 1 7 4 2 17

0 1 0 0 1 0 2 0 4

計 6 28 18 7 69 118 48 40 334



表3-6 各発言類型の出現回数

参加者A
持論を言いつつも他者の意見も汲み取る.バランスをとりつつ討議をリードしていた.

code8｢抽象化.要約｣に類する発言が多かつた.(本文中でも言及)

参加者B

倫理的考えが強い.たとえ話を多用する.冗長な発言が見られる.目的に対する誤解があ

り,結論に納得していない様子だつた.発言回数の中でCode6｢情報追加｣,Code8｢抽

象化.要約｣が占める割合が高く,実際に主張が多かつた.

参加者C
持論を貫く.発言を強調することで相手には攻撃的な印象を与えている様に見える.

code5｢無展開｣が多く,実際に会話の流れから反れることがあつた.

参加者D
持論を言いつつも他者の意見を汲み取り柔軟に対応していた.発言回数が非常に少なかつ

た.

参加者E
前半は様子を窺う.後半に討議をリードしていつた.他者に比して様々な類型の発言を行

つており,場面に合わせた発言を行つていたといえる.

参加者F
終始他者に同調する傾向にあるが反論も少なからずあつた.発言が少なかつたがCode6

｢情報追加｣の占める割合が高く,実際に主張は多かつたといえる.

参加者G
終始他者に同調する傾向があつた.発言が少なく,また様々な類型の発言により場面に合

わせていたといえる.

3.5.2 討議の展開形態

費用分担比率について4種類の初見が出された.初見は,各自がそれまでに持ち合わせ

た知識に基づいている.その後の討議ではいくつものサブテーマ内で討議が進められた･

サブテーマ内で意見や知識,討議に対する認識の差があったが,次第にその差が埋められ

る場面が幾度もあった.グラフ上で各々の参加者から出ている時間軸と平行する線の色と

その変化から,各参加者が重要と考える討議の切り口の違い,重要と考えるサブテーマ以

外でその場の共感や同調にしか過ぎない発言,サブテーマを切り替えようとする場面がし

ばしばあることが読みとれる.また,参加者BはCode6に類する発言が他者と比べて多か

った.実際にサブテーマを提案する機会が多かったが,討議を進展させる一方で抽象的な

発言,一般論を強く主張することで討議を滞らせる場面も見られた･その結果として,当

初一つの結論に円滑に収赦すると考えていたが,全参加者が納得する結論になっていない

ことが,グラフ上の線の色より推察できる.



3. 5. 3.知識の共有化に対する諸制約の影響

討議を経るうちに参加者は様々な知識を共有化していくが,時間や参加人数などがそれ

に対し制約的な影響を与えるものと考えられる.終了近くに至るまで知識の共有化が図ら

れない場面が何度か見受けられた.また参加人数が多いほどより多角的に討議を捉えるこ

とが可能になる可能性もあるが,その一方で討議すべきサブテーマが増える可能性も高ま

る.その結果,討議すべき優先順位が暖味になり,結論への接近が遠ざかってしまう.本

実験においても様々なサブテーマが提案され,そのたびに同じ討議が繰り返される場面が

あり,またサブテーマ内で結論が完全に出ないまま次のサブテーマに転換していることが

しばしば起きていた.

3.5.4.手法上の課題

本研究の手法には二つの大きな課題がある.一つはデータの量が参加者数に依存して限

られていることである.もう一つは文脈を読みとる上で解釈に自申度があることである.

今回は実験に立ち会った者が分析を行っているが,録画と文字のデータを見るだけで同様

な分析結果となるかは明らかでない.また,実際的な課題をテーマとすれば事実関係を背

景とした解釈を行うことができるようになるだろう.本研究では実験の成立可能性,結果

の公開可能性を担保するために想定上の課題を討議の題材とした.これらについて今後に

改善の余地がある.

3.6 結語

本研究では実験的に行った討議を対象として,そのプロセスを可視化し,発言量や会話

分析のコーディングをもとに分析し,その結果に対して考察を加えた.以下に結論をまと

める.

討議事例を対象として発言に見る参加者の特徴,展開の様子,参加者間で知識を共有化

するプロセスを理解した.これは対象事例のプロセス的な適切性あるいは不具合を評価す

ることに繋がる.すなわち討議の目的あるいはゴールに向けて討議が冗長だったか円滑だ

ったか,各参加者の実質的な参加があったか否か等を評価することができる.また個々の

場面状況に応じて討議の進め方が適切であったか否かを評価することが出来る.

様々な内容,場面において知識の共有化が討議を推進させる重要な要素となっているこ

とを明らかにした.ここでいう知識には討議のテーマに係るものもあれば,他者の発言や

討議が行われること自体の背景など一般に討議が始まってから明らかとなるものも含まれ

る.討議を通じてそれらの知識は積み上げられていく.本研究の実験では,自発的にファ

シリテ-ションの役割を担っていた参加者が,そのような知識の積み上げを着実に行って

いた.

さらに多数の事例データを集積することで討議プロセスの一般的な展開則が見いだされ



るものと考える.これは実際に行われている住民討議のプロセス的な改善･検討に寄与す

るであろう.具体的には,様々な場面や参加のあり方が想定される住民討議に対し,参加

者の特徴や構成,事例が置かれた状況に応じた討議のルールを設定することに,また,一

つの発言から後続する発言への展開における適切な進め方を検討することに対して知見を

得ることである.経験に根ざしたファシリテ-ションのノウハウの裏付けにもなると考え

られる.さらに参加者の属性,実験の設定,テーマなどを変えて繰り返し実験･分析を行

うことにより,住民討議のあり方についてより多くの知見を得ることができるだろう･
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第4章 公的討議プロセスの円滑化に向けた実験的分析

4.1概説

複数の主体が何らかの意思決定を行うには,多数決などの決定方法を予め決めておくこ

と,意思決定の判断材料として相互に意見表明を行い合う機会を持つこと,議論を一つの

方向へと収赦させる機会を持つことが民主主義的な計画の手順として重要である･計画策

定のための討議には関係主体による意見の表明と議論の収欽の両方の目的が含まれている･

他方,集合可能な回数,所要時間,会場等の現実的な制約を免れることができない･その

ような制約の下で関係主体が如何に十分に意見を表明し,議論を収赦させられるかについ

ては何らかの合理性が求められるはずである･計画による社会改善の可能性,実現可能性

など計画の内容に係る合理性もあるだろうが,合意に到る速やかさ,討議の進め方の望ま

しさといった手続き的な合理性もあると言える.

会合が繰り返して開催される場合には,会合それぞれに役割を与えるなどしてプロセス

全体を通じた効率化を図ることが可能である1)･一方,個々の会合において討議を円滑化

させることも現場では強く要請されるところである.討議の円滑化を図る,いわゆるファ

シー｣テ-ションの技能は標準化されつつあるが2),個人の資質によるところも大きい･地

区レベルではファシリテ一夕-を担える人的資源は限られていることを踏まえると,一般

論的に討議プロセスの改善を図ることも必要と考えられる･計画策定のための討議では最

終的にできる限り多くの参加者に依って内容的にもできるかぎり合意された結論を得るこ

.とがゴールと言えるが,始める時点で何らかの結論に必ず到るものとそうでないものがあ
る.例えば費用分担率を決める討議であれば何らかの"比率''が結論として導かれるべきで

ぁる.熟議せずとも結論が導かれる可能性もある･町並み景観のあり方などの悪定義問題

では当初から結論を想定することはできず,参加者は試行錯誤を繰り返しながら,ときに

新たな知識を入手しながら結論へと近づいていくと言える･

言語学における談話分析3)は,様々な種類の会話を提え,それぞれの特徴を明らかにし

ている.本章では,第3章に続き,談話分析の方法論を応用し,数人の被験者を集めての

実験を行い,計画策定のための討議の円滑化に関して考察する･

都市計画,土木計画の分野においても討議に関する研究は増えつつあり,また例えば経

営工学の方面でも展開されている4)･羽鳥ら5)は公的討議のプロセスに対し,プロトコル

分析を行っている.榊原ら6)は言語をテキストに分解した上で参加型計画の特質を明らか

にしている.難波ら7)は膨大な発言データの分析処理のあり方に着目している･これらに

対し,本章では特に発言の連なりを重視する･これによって複数者の発言の順序,発言者

らが置かれた状況の発言への影響,発言者らによるファシリテ-ション機能の発現などに

目を向ける.一般の会話には情動的,交話的な側面が含まれることも多い･計画策定を目

的とする討議では情動性などは努めて排除される･実際には発言者の熱意ゆえに情動が混



じることもあるが,これに対する分析上の対処法の検討については今後の機会に譲ること

とする.

4. 2 公的討議プロセスの合理化に向けた会話時系列の評価

4.2.1公的討議

公共プロジェクトの計画･実施に向けて,関係主体が参加して討議が行われる.これに

よって意思決定が進む.例えば,公共プロジェクトの計画立案において実施される｢行政

委員会｣方式の討議では,行政主体とシンクタンクあるいはコンサルタントが事務局を担

い,関係機関･法人の担当者,各専門分野の有識者,住民代表などが出席する.このよう

な公共プロジェクトを対象とした関係主体のコミュニケーションの場を本稿では｢公的討

議｣と呼ぶことにする.公的討議には,公聴会やワークショップなども含まれ,実施形態

は様々である.地方自治体などの公共団体が質の高いサービスを提供するためには,公的

討議で合理的な議論が行われることが重要である.

公的討議では,多くの場合,何人もの人で議論を行い,限られた時間内で一つの結論を

導かなければならない.結論を導くために,参加者によって論点が幾つも提示され,提示

された論点について議論が行われる.その過程の中で,参加者間で考えや知識を共有して

いき,議題に対する一つの結論が導かれる.しかし,公的討議が結論に至るまでのプロセ

スを観察すると,そのプロセスは参加者間の相互関係や参加する主体の特徴によって様々

な展開を見せ,討議によっては合理的ではない議論が行われる場合がある.

例えば,討議中に議題とは関連性のない議論が行われる場合がある.ある参加者が議題

とは関連性のない論点を提示し,それをきっかけに議論が議題から離れてしまう.そのよ

うな議論が原因で,時間内に結論に至らない場合がある.

また,ある参加者が結論を導く上で重要な論点を提示したものの,その論点について議

論をしている最中に論点が変わってしまう場合がある.話し合われていた重要な論点は再

び提示されなければ,解決すべき論点が残されたまま結論に至ってしまう.このような展

開を辿った討議から導かれた結論は合理的であるとは言いがたい.ある参加者が提示した

重要な論点に対して,参加者間で考えが対立関係にあり,一向に考えが共有されず,平行

線を辿る場合もある.話し合われている論点についての議論が行き詰まり,沈黙してしま

う場合もある.このように公的討議プロセスの展開形態は様々で,合理的とはいえない議

論の展開もある.



4.2.2 討議プロセスの合理化に向けて

公的討議プロセスの合理性を保つために,プロセスの進め方の改良が必要である･討議

プロセスの合理性を保つための方法として,ファシリテ一夕-の参加が挙げられる.ファ

シリテ-ションとは, ｢促進する｣ ｢容易にする｣ ｢円滑にする｣ ｢スム丁ズに運ばせる｣と

いうことが原意であり,公的討議におけるファシリテ一夕-とは,討議参加者の参加を促

進し,プロセスを調整する役を言う(1).ファシリテ一夕-は,中立的な立場で参加者の意

見を聞き,かつ参加者間の意見の合意に向けて深い議論が行われるように討議プロセスを

調整していく.ファシリテ一夕-が討議に参加することで,合理的な議論が行われること

が期待される.ただし,ファシリテ一夕-のスキルは経験的に得られる面が強く個人差が

あり,公的討議に有能なファシリテ一夕-が常に参加するとは限らない･討議プロセスの

進め方の改良を個人に求めることには限界がある.そこで,ガイドラインといった形で討

議プロセスの進め方を標準化したものを知見として広めていくことも考えられる･

ガイドラインを通じて,討議が合理的に進むための知見をファシリテ一夕一に提示する

ことで,ファシリテ一夕-は合理的ではない展開になった際に適当な判断をすることがで

きるであろう.また,そのような知見を討議参加者に事前に提示することも有益である･

参加者はあらかじめ合理的ではない議論の展開形態を理解することができ,議論の展開に

注意して発言をするようになる.参加者に協調的な行勤を促し,議論が円滑に進めること

ができるだろう.

4.2.3 グラフ化による討議プロセスの評価

討議プロセスの標準化に向けて,合理的ではない議論の展開形態を理解し,その対処の

仕方などといった知見を得る必要がある.しかし,討議は参加者間で交わされる発言によ

り構成されているため,その発言一つ一つが議論の展開にどのような影響を与えているの

か判断が難しい.討議プロセスを評価する手法を確立する必要がある.

人々のコミュニケーションプロセスを分析する方法として,プロトコル分析3)がある･

プロトコル分析は,単語あるいはもう少し長い句や文節を定量的に捉えることで会話を解

析する方法である.ただし,短く発言した｢ああ｣といった単語が深い意味を持つ場合や,

相づち程度でしかない場合などその解釈に熟慮が必要な場面がある.羽鳥ら4)は公的討議

を題材にしてプロトコル分析を行い,討議参加者間の認識の不一致や対立を明瞭化する方

法論を提示している.ただし,定量的な結果を導いている一方で,その理論的制約から討

議内容を二者択一なものに絞り込んでいる.

本章では,第2章の方法に従い,実験的討議を行い,討議プロセスのグラフを作成する･

グラフ化により討議プロセスをできる限り客観的に担える.具体的には,実施した討議に

おける参加者の発言一つ一つを発言の機能的側面から分類し,時間軸上に並べることで討

議が結論に至るまでのプロセスを可視化する.発言の分類は,会話分析にf'とづいて行う･



会話分析とは,プロ十コル分析と同様,コミュニケーションプロセスを分析する方法論の

一つであり,実際のコミュニケーションの場を観察して,主体間で行われる会話の展開則

などを解釈するための手法5)である.会話分析は,プロトコル分析のように,単語や文節

単位で発言の意味を解釈するのではなく,発言前後における内容変化の有無や会話の流れ

に着目するため,比較的容易に発言を分類できる.会話分析は,日常会話から教育や医療

など専門分野における会話まで幅広い範囲を対象として行われている.公的討議を対象と

した研究事例は筆者の知る限り見あたらない.本研究は会話分析の方法に則った応用研究

の一つとなるだろう.

4. 2. 4 設定条件が討議プロセスに与える影響

討議プロセスは参加者間の相互関係や参加する主体の特徴によって様々な展開を見せる.

この他に,討議の設定条件がプロセスに影響を与える.公的討議を行う上で,討議を主催

する側により討議参加者の構成や討議時間,参加者人数など様々な設定がされる.例えば,

討議参加人数が多くなることにより,参加意識の低下,緊張の高まりなどが生じ,発言機

会が少なくなる場合がある.発言機会が少なくなることで参加者間での考えや知識の共有

がうまく機能しないことが考えられる.このように,討議の設定条件は,参加者の発言行

為に影響を与え,討議プロセスが合理的ではない展開となる要因となりうる.そこで,本

章では,設定条件を変えた実験的討議を行い,討議プロセスを比較する.

4.3 実験と分析

4.3.1討議実馬剣こついて

2008年12月に実験的討議を実施した.討議参加者には商店街の商店主になったと想定

してもらい,商店街の整備に関して討議してもらった.分析者は,想定する商店街の現状

など,討議を行う上で必要な情報を参加者にあらかじめ提供した上で,いくつかの議題を

順に投げかけていく.議題提示後,参加者間で自由に討議をしてもらう.事前に制限時間

は設けず,グループとして結論が出たら終了とする.途中で質問があれば討議の前提とな

る情報のみ分析者が提供する.

上述の討議を,以下の条件で実施する.

･対面討議(1) :初対面同士の参加者が対面して行う

･対面討議(2) :顔見知り同士の参加者が対面して行う

･非対面討議:初対面同士の参加者がテレビ電話を用いて行う

1 2人の学生に参加してもらい,各討議に4人ずつを割り当てた.各討議の参加者をそ

れぞれA-Dと名付ける.対面討議(1),非対面討議ではそれぞれ参加者が互いに初対面同



七になるように,対面討議(2)では顔見知り同士になるように人選を行った･また,非対面

討議にはテレビ電話の使用経験がない人を選んだ.

図4_1に実験的討議の会場を示す.対面討議(1), (2)では,参加者は一つの部屋に集まり

討議を行う.井対面討議では.参加者は2つの部屋に分かれ テレビ軍話を介したパソコ

ンのモニター越しで意見のやり取りを行う.

討議プロセスのグラフ化は,参加者の発言を文字情報に[[F;.'き換えたデータをもとに行う

ため, I Cレコーダーで討議･1･の発言を記録する.討議中の参加者の様子を撮影するため,

ビデオカメラを設置する.以TIに議題と非対面式の討議の実施方掛こついて詳細を示す･

囲4-1討議会場の配置図

･議題にT)いて

表4_1に示すように,討議は令5藤によ-Jて構成される.各幕では議題が1 I)ずつJl】意

されている.第1猫では. 1ヌ14-2にj7J;す｢A:ファサ-ドも含めてバザール的なデザイン｣,

｢B
1.歩道幅を広く秩序にi‡トJたデザイン｣の2つのr[5I.tl一桁のイラストを参加者に提jJl-し.

事前の説明を疎まえた_I-_で,想定する商J方術が整備後にどちらのイメ-ジにな-)てほしし､

かを議論し.結論としてグループでイラストを1つ選んでもらう.第2#では,第1幕で

選んだ商併術のイラストの[1,で改良すべき点を挙げてもらう.第3幕では,想定する商店

街が整備後に第1 I 2幕で話し合われた掛声油のようにな-'たとして,期待さ41る効果に

-)いて議論してもらう.第4#では,商店Eとしてその商店街で商売する際に/i-1じる問題

について議論してもらう.第5頗では,想綻する商店律jが第1
･

2･林で話し合われた商店

街を目指すべく.老朽化が進むアーケードの改修I-_事を行うという状況を想定してもらい,

その際の商J占街とrr政の費用負f!批率をグループで提示してもらう･



･非対面式の討議の実施方法にy)いて

テレビ電話には,インターネット電話サービスのSkypeb-を使用する. Skypeは3つ以上

のモニターを用いてテレビ電話を行うことが不可能であるため,図4-1の非対而討議に示

すように,参加者は2つの部屋に分かれ, 2人で一つのモニターを使うようにした.

(A)ファサードも含めてバザール的なデザイン (8)歩道曙を広く秩序に沿ったT-サイン

図412 第l純示した商苫皇紀)イラスト

4. 3. 2 設定条件が異なる討議プロセスの比較

,り誠の設定条件がプロセスに与える影響を観察するため,対面討議(I),対面討議(2),非

JJ111(ll一討議の設定条件が異なる討議を実施する.

図413に'Ji-すように対II舶寸議(1)と対面討議(2)で.対面討議(1)と非ヌ寸面討議で2種類の討

j題0)l'[nで比較を行う.以下にそれぞれの比較の意図を述べる.

図4-3 拙守屑紅梱略
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表4-1討議の幕と議題

慕 議題

1 商店街整備後のイメージを決定(二っのイラストを提示)

2 1幕で選んだイラストの改良したい点について

3 1.2幕で決まつた商店街に整備されることでの効果について

4 整備後の商店街で商売する上での問題点について

5 アーケード改修費の行政と商店街の分担比率について

比較( i ) :初対面同士である討議プロセスと顔見知り同士である討議プロセスの比較

比較( i )では, ｢参加者が初対面同士で討議を行う｣ことが討議プロセスに与える影響を

観察する.公的討議は,行政などの事業者や学識者,住民代表など所属する組織が異なる

参加者により行われるため,参加者が初対面同士であるケースが多い･その場合,自分以

外の参加者の発言の傾向や考え,知識など参加者の特徴が分からないため,討議開始直後,

参加者は自分がどのような役割で討議に参加すべきか戸惑うかもしれない･例えば,顔見

知り同士の討議の場合は,誰がファシリテ一夕-を担うことが適当であるかがこれまでの

経験より判断できる.しかし,初対面同士の討議の場合,参加者の特徴を事前に知らない

ため適切なファシリテ一夕-を決めることができないかもしれない.ファシリテ一夕-が

自然に柱決まらないことも考えられる.ファシリテ一夕-が自然に発生したとしても各参

加者の特徴を把握しないまま討議を進めなければならない.また,初対面であることが参

加者に緊張感を与え,発言を消極的にさせることも考えられる･

以上のように｢参加者が初対面同士で討議を行う｣ことが,討議プロセスに影響を与え

ると考え,その影響を明らかにする.

比較(ii) :対面式の討議プロセスと非対面式の討議プロセスの比較

比較(ii)では,テレビ会議といった非対面式の討議を行うことで,対面式の討議では見

られない参加者間の意見のやり取りを観察する.公的討議は,参加者が一堂に会して行う

のが一般的である.一方で近年では,民間企業などで離れた場所にいる社員間でテレビ会

議が行われるなど,主体が同じ空間に居ない状態で討議が行われることもある･テレビ会

議といった非対面式の討議を初めて経験する参加者は,討議を進めていく上で何らかの困

難を感じると考えられる.例えば,意見を述べる際にモニター越しにいる相手に聞こえて

いるか不安に思い,確認の発言をするかもしれない.または意見を述べたがモニター越し

の相手の反応が読み取れずに,相手に発言を求めるかもしれない.非対面式という慣れな

い討議形式から議論が活発に行われないことが予想される.

以上より,テレビ会議などの非対面式の討議では,慣れていないが故に対面式の討議で

は見られない意見のやり取りが行われることを期待する.そのような意見のやり取りは,



慣れている対面式の討議では不要なやり取りであると言える.そこで,対面式の討議と非

対面式の討議を比較することで,対面式の討議を進める上でどのようなやり取りが暗に前

提となっているのかを明らかにし,ファシリテ一夕-が参加者にすべき配慮などについて

考える.

4.3.3 グラフによる可視化

上述のようにして,本実験で実施した討議を対象にグラフを作成した.対面討議(1),対

面討議(2),非対面討議の討議プロセスのグラフを付録に示す.

作成したグラフは,発言を意味する青いセルを時間軸上に並べる際には, I Cレコーダ

ーで記録した参加者の発言を文字情報に置き換えたデータ(表4-2)をもとに行い,各参加者

の発言箇所や各発言の所要時間,沈黙時間などを時間の経過に沿って正確に可視化し,先

述のように会話分析のコーディング表にもとづいて一つ一つの発言を機能的側面から分類

している.第3章の実験では,議論を観察し,発言を時間軸上に並べ,参加者間で知識の

共有が行われるプロセスの可視化を試みている.その際に,発言間に関係性のあるものを

矢印でつないでいる.この発言間の関係性の記述は,作成者の主観により行われていた.

本章では,グラフ作成者の主観を排除するため,録画した画像データや参加者の発言を文

字情報に置き換えたデータから判断できない点はグラフ上に記述せず,より客観的に討議

プロセスを捉えたグラフになるように作成した.

以下では,このグラフをもとに討議プロセスを分析し,各討議がどこで合理的ではない

展開になったのかを評価し,その展開形態を理解する.そして,ファシリテ一夕-が対処

すべきことについて考察していく.

表4-2 各発言のテキストデータの一部

分析者:次一人の商店主になって考えてもらいたいんですが,実際に何かお店を開いて

商売をする上でどのような問題が生じると思いますか?今度は自分が商店主としては

入った場合とした前提としてお願いします.

(考える時間)

分析者:それではそろそろ始めてもらってもいいですか?お願いします.

参加者B :自分が商店主になったときか-

参加者C:仕事増えるとか,お金がかかるとか-.お金かかりそうじゃないですか?今

言ってきたことをやろうと思ったら.商店街に対して商店街の人もお金を出そうって.

今ファサードがない店だったら｢どうやってやろう｣って考えなくちゃならないし‥‥

参加者B :それで売れなかったらやる気がなくなりますよね.



分析者

参加者A
参加者B

参加者c
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i ･,6 ･5 :らこ亨■El ÷ E]■5. 7 ら (5 L之. + 5 十
■5

サブテーマ 2-7 2-8:商店の看板の改善
2-9:イベント

図4-4 討議プロセスのグラフ化の一例

図4_4の下方には参加者間で話し合われたテ-マやキ-ワードを記載する･これを本研

究ではサブテーマと呼ぶ.円内の数字は第3章でも触れたように言語学の見地から｢会

話の流れと｢内容変化｣に着目して発言を/J〉類したコードである(表4-3参照)
R'

図4_4のグラフにより結論に至るまでの討議プロセスが評1LIIiできら.例えば討議がJJ亡艮

的であれやがて物事が決定されていく即日や.合意形跡こかかる榔ミ]などを把推するこ

とができる.図4-5に音声データを文字伯袖に置き換えた 一例を′Jけ･

討議プロセスをいくつかに区切り,表4-1に示すように議題を順次変えてし-く･ -2(切ら

れた-)ずつを幕と呼ぶこととする.蒔ごとに結論のLl'.)jが見なるように議題をL設定した･

例えば,第1幕では商店街の将来像A ･将束像Bのどちらかを選ぶことが#[.i-,論となる･筋

5幕ではアーケ-ド改修削)商店街とf]J･政の分11rl.比率が紡論となる･この種の誠越では墳

かれる結論が限られる.一方,第2. 3, 4f.t;では, 'L[J,た意見を参J)L]市Fr･lで恨押した+,の

が結論となり,導かれる結論には幅がある,糸占論の幅が限'ji:的な議題0)ノjが収赦しやすい

と考えられる.

表4-3 発言のコーディング(表3-3再掲出)
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1分析者:雨宮.i:.たちii現Tfの柑兄を打破し_i

うと様々な動きを見せています.そこで商店

街を整備し上うという話に進んでし1王す.そ

こで商店街の整備後に捕<理想像は何かとい

うことで2つイラストを用意したので見ても

らってもし-いですか.この(A).(B)二つ

u)デザインのうち皆さんなら商店徒i整備後ど

ららを確想憶として描き去すかL? (00:55)

(DD:55)

1) 参J)Il畜^:とららか一つじゃ/fきべlダメな

V)L? (00:59)

(OD:5刑

:i分trr音:そう.ど-'らか一--J.まず各自与え

る時間を;iL'1けますので(A) ･ (B)どららが

いいu)か,矧:hも憎まえて考えてもらいます.

その径皆さんで議論してもらい,戯解的E=ほ

皆さんで(A)･(li)一つ選んでもらいます.

でほ少し時間を設けるので各自考えてもら-,
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図4-5 音声データを文字情矧こ置き換えた例
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4.4 分析

4.4. 1サブテーマが頻繁に入れ替わる展開

4.3.3で作成した討議プロセスのグラフにおいて結論に至るまでに現われたテーマやキ

-ワ-ドを｢サブテーマ｣とし,サブテーマごとに討議プロセスを区切ることとする･
参加者間で発言が1一分交わされる前に,ある参加者の発言をきっかけに,違うサブテー

マについて議論が始まる場合がある. -一方,サブテーマによっては参加者間で｢一分に発言

が交わされたが.考えが共有されず平行線を辿る議論になる場合もある.また,特定の参

加者のみで話し合われるサブテーマもある.そこで,各サブテ-マの議論を偶成する発言

を機能別,参加者別に集計し,議論の合理的ではない展開形態とその対処につし､て考察す

る.発言の機能別による集計は.会話分析のコーディングにより発言を分捜した8つのコ

ードに従う.実施した対面討議(1),対面討議(2),非対面討議について,各サブテーマの議

論を構成する発言を機能別に集計したものをL父1 4-6-4-8に.参加者別に集,汁したものをLIA

4-9-図4-11に示す.
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図4-ll ≠昏朗こおけるサプチ-マ男贋富回数Q勤僻I齢

■参加者D

II参カ口舌c

血参加】舌B

■参加者A

■分析者

対l鮎､[議川の節4名字｢磐備後の1軌古街で商売するLで!lI.じる問題点を挙げよ｣で行われ

た.通論に着ト=lする.開4-6より,サブテーマ4-2から4-6についての議論は, ｢G
:悼

報迫JJrl｣の発言が他のサブテ-マよりも少なく,発言回数が少ないことが分かる.また,

(x14一(Jより,サブテーマ4-2についての議論は,参加者Bと参加者Cにより行われてい

るように,サブテーマ4-2から4-6についての議論は,分析者を除いた二者によって

fiわれている.サブテーマに-Jいて各参JJ[7者は自分の考えや^j;Tl識を付加して共通の考えや

机識を増やしていく.しかし.サブテーマ4-2から4-6についての議論は,参加者が

寸r'i報をイJIJ)[)する前にサブテ-マが次々に人々1_替わる山阜開になっている.

このようなJl竜開になる原l左Itしては,参加者間で最終結論を導く上で重要視するサブテ

ーマがb!i:なることが考えられる.各参加者がそれぞれ重要とするサブテ-マについて議論

を行うFiWTr-]にしようとするため..サブテ-マが頻繁に入れ替わり,各サブテーマとも情報

の付加が十分にJliわれない.情報のイ､川が卜分に行われていないサブテ-マが最終の結論

に反映さわた場合,そのような結論は合理的であるとは言し)がたい.したがって,ファシ

リテーターは,サブテ-マが頻繁に入れ替わる展開にならないように,話し合われている

サブテーマに-)いて参加者に発言を求め.参加者間で考えや知識を付加し合う展開にする

べきである.



4. 4. 2 情報追加が頻繁に行われるサブテーマ

対面討議(2)の第5幕｢アーケード改修工事を行う際の行政と商店街の費用負担比率を提

示せよ｣で行われた議論に着目する.図4-7より,サブテーマ5-1 1 ｢一店舗が負担で

きる費用の検討｣についての議論は,発言回数が多く, ｢6
:情報追恥の発言が他のサブ

テーマに比べて多い傾向にあることが分かる. ｢6
:情報追加｣の発言は,参加者間で考え

や知識を共有する上で重要である.ただし,サブテーマ5-1 1と5-14は同一のテー

マであり,サブテーマ5-1 1についての議論が後で再び行われていることから,各参加

者が積極的に自分の考えや知識を付加したサブテーマでも,参加者間で考えが共有されな

い場合がある.

各参加者が積極的に情報を追加したサブテーマについて参加者間で考えが共有されない■

原因の一つとして,そのサブテーマについて出た意見を参加者間で確認し合う展開になら

なかったことが考えられる.図417に示すように,対面討議(2)におけるサブテーマ2- 1

や3-5についての議論は,サブテーマ5- 1 1についての議論と同様,発言回数が多い.

しかし, ｢7 :具体化･詳細化｣や｢8 :要約･抽象化｣の発言が多い.ある参加者の情報

追加の発言に対して,他の参加者が要約した発言や,喰えの表現を使った発言で返すとい

ったやり取りが行われており,参加者間で考えを確認し合う展開になっていたと言える.

以上より,一つのサブテーマについて参加者が積極的に情報を追加する展開を辿った場合,

ファシリテ一夕-はこれまでに出た意見を要約し,そのサブテーマに対する考えを参加者

間で共有する機会を設けるべきである.

また,サブテーマに対する考えが参加者間で対立し,そのサブテーマについて各参加者

が積極的に情報を付加しても考えが共有されず,議論が平行線を辿っている場合が考えら

れる.その際,ファシリテ一夕-がとるべき方法としては,新たなサブテーマについて議

論を行う展開にすることが考えられる.

4. 4. 3 関連性のないサブテーマの議論が行われる展開

件成したグラフより,議論したサブテーマが最終結論を導く上で必要なテーマであった

かどうかを評価し,議題に関連性のないサブテーマが議論される要因について考察する.

図4-5は,対面討議(1)の第4幕｢整備後の商店街で商売を行う際に生じる問題を挙げよ｣

における討議のグラフの一部である.サブテーマ4-5, 4-7についての議論は, ｢1 :

無関係｣の発言により始まっている.サブテーマ4-S ｢商店街に客を呼び込むための方

法｣についての議論は,参加者Dの発言をきっかけに始まり,参加者Bの二者により行わ

れている.本来,第4幕では,整備された商店街で商売を行う上での問題について議論す

るべきであるが,サブテーマ4- 5についての議論では,想定する商店街の改善策を検討

していることから,議論が議題から離れていることがうかがえる.サブテーマ4-7につ

いての議論も同様に,参加者Bの｢1 :無関係｣の発言をきっかけに,参加者C,参加者



Dの三者により議題とは関連性のない議論が行われている.

討議中,議題とは関連性のない発言をする参加者がいる.そして,その発言に対して他

の参加者が｢6 :情報追加｣などの発言をすることで,議論が議題から離れていく.議論

が議題から離れないようにするためには,討議中に関連性のない発言をなくすことが必要

である.しかし,実際そのような発言をなくすことは難しい.関連性のない発言をできる

限り減らすための対処として,参加者に議題を常に頭において討議に参加してもらうこと

が重要である.具体的には,討議中にファシリテ一夕-が議題を確認する機会を設けるべ

きである.それにより,参加者は議題を念頭に置きながら発言するようになり,議題とは

関連性のない発言が減るだろう.また,ある参加者が関連性のない発言をした際に,他の

参加者がつられて発言をしないようにすることも重要である.その上でも議題を確認する

機会を設けることは重要である.

4.4.4 沈黙後の展開に着目したプロセスの評価

討議中,全参加者が発言をしない沈黙状態になることがある.沈黙は,議論が行き詰っ

た場合に生じることもあれば,ある参加者が提示した論点について,他の参加者が考えて

いる場合に生じることもある.沈黙は様々な要因により生じる.議論が行き詰まり,沈黙

が長時間続くのは合理的な議論とは言い難い.討議では,参加者が発言することで再び議

論が始まり,沈黙は終了する.ここでは,参加者が沈黙をどのように対処するのかを明ら

かにするために,沈黙時間の長さと沈黙が終わるきっかけとなった発言の機能に着目し,

関係性を明らかにする･その結果を対面討議(1)は表4-4に,対面討議(2)は表4-5に,非対

面討議は表4-6に示す.

どの討議においても, ｢1 :無関係｣や｢2 :内容変化的情報追加｣などの内容を変化さ

せる発言は,沈黙が生じた後に発生することが多い傾向にある.特に沈黙が長い間続いた

場合,参加者は10秒以上の沈黙が長く続いた場合,参加者は｢1 :無関係｣や｢2:内容変

化的情報追加｣沈黙を対処していることが分かる.このことから,参加者は新しい論点を

提示することで,もしくは｢どうしようね?｣といった発言をすることで沈黙を対処する

ことが多く,沈黙をきっかけに議論の内容が変化する傾向にある.

話し合われていた論点が十分に検討された上で沈黙した場合,新しい論点を提示するの

は望ましい.しかし,話し合われていた論点が解決されないまま行き詰り,沈黙した場合,

そこで新しい論点が提示されると,行き詰った論点は再び提示されなければ解決されずに

結論に至ってしまう.特に行き詰った論点が重要な論点であるならば,その論点が解決さ

れずに至った結論は適切なものとは言い難い.

以上,参加者には沈黙の前後で議論の内容を変化させる傾向があり,沈黙の対処の仕方

によっては合理的ではない展開になる場合がある.そのため,ファシリテ一夕-は,重要

な論点が解決されないまま沈黙した場合,誰かの発言によって論点が変わる前に,その重



要な論点について参加者に意見を求めるべきである.また,重要な論点について議論して

いたが,沈黙をきっかけに論点が変わってしまった場合,その重要な論点を後で再び提示

し,議論する機会を設けることが重要である.

表4T4 洲態とその後の発言の脚系位席可読(1))

沈黙後の発言のコード

内音更化あリ 内苔変化なし

沈JXB寺rBl 沈J犬回紋 ①奇聞係 ②情報追加 具体.詳細化 抽寮化.要約 蕉展開 ≡,ー._≡1 ⑦具体.詳細化 相乗化.要約

3 4 ー3 0

4 2 ■ ー2 2
′ヽ

∠

12 A 7 1

8 E) 4 0

■ 4 I
0 1.

1 5 ■ 2 2

14 2 2 0

■ A A 0

ー 2 2 0

2 A A 0

22

24

2 1 ■ 0

28
0

3 0

3 0

34
0

36
0

3 0

4 1 1

4

EE)
4 0

48

5 0
0

計 87 ■ ー9 A B 4 3
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J



沈黙後の 発言コ-ド

内容一.化あリ 内容変化なし

沈黙時rl-I 沈!禿回放 無関係 情報追加 拝細.具体化 要約.抽象化 ⑤東尾開 -■肌≡l 詳細.具体化 要約.抽象化

6 10 9 1 E] 28 5 8

4 31 2 ■ 2 10 E] 3

6 ■ 1 3 0 q I ■ 2 1

8 6 0 E] 0 ■ ■ 0

■ ー 0 0 1

12 0 0 0

14 0 0 0

16 0 0 0

18 0 0 0

2 0 0 0

22 0 0 0

24 0 0 0

26 0 0 0

28 0 0 0

3 0 0 0

32 0 0 0

34 0 0 0

36 0 0 0

3 0 0 0

EE 0 0 0

42 0 0 0

EE) 0 0 0

46 0 0 0

48 0 0 0

5 0 0 0

汁 113 ー3 26 3 2 6 40 ED ー2

沈黙後の 宮コード
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4. 4. 5 結論の幅と議論の展開形態の関係性

前節では,実施した実験的討議における合理的ではない展開形態とその対処について考

察した.本節では,議論の結果として導かれる結論の幅が討議プロセスに与える影響につ

いて考察する.

第4幕｢整備後の商店街で商売する上で生じる問題点を挙げよ｣の討議は,各参加者が

問題点を述べ,出た意見を整理したものが結論になり,議論から導かれる結論には幅があ

る.対面討議(1)の第4幕における議論では,各参加者がそれぞれの観点から問題点を挙げ

ているが,その間題点について参加者間で十分検討されることなく結論に至っている･こ

のように,導かれる結論に幅があることで,参加者はそれぞれが重要だと考えるサブテー

マについて意見を述べることに重きを置く.そのため｢サブテーマが頻繁に入れ替わる展

開｣を辿りやすい.

第5幕｢アーケード改修工事を行う際の行政と商店街の費用負担比率を提示せよ｣の討

議は,負担比率の決定が結論となり,議論から導かれる結論が限られている･実施した3

っの討議のグラフを見ると,第5幕における議論では,サブテーマ｢商店主にかかる負担｣

など3つの討議で共通したサブテーマが現れていることが分かる･そのサブテーマについ

ての議論は,発言回数が多い傾向にある.導かれる結論が限られていることで,話し合わ

れるサブテーマも限られ一つのサブテーマについて参加者間で積極的に発言を交わす展

開になりやすい.そのため,結論に幅がある議題に比べて,収赦しやすいと言える･しか

し,一つのサブテーマについての･発言が多く交わされることから｢サブテーマについでl青

報が付加されるが考えが共有されない展開｣を辿りやすい･

以上,議論の結果として導かれる結論の幅は,討議プロセスに影響を与える･そして,

結論が限られている議論と結論に幅がある議論では,合理的ではなくなる展開の傾向が異

なっている.

4.4. 6 初対面討議におけるファシリータ.の参加の重要性

顔見知り同士で行う討議では,誰がファシリテ一夕-を担うことが適当であるかがこれ

までの経験より判断できる.一方,公的討議のように初対面同士で行う討議では,参加者

の特徴が分からず,判断が難しい.ファシリテ一夕-が自然には決まらないことも考えら

れる.そこで,対面討議(1)と対面討議(2)において,ファシリテ一夕-の役割が自然に発生

したかどうかを発言の機能的側面から評価する.

各参加者の発言を会話分析のコーディングをもとに機能別に集計した結果を図4-12,図

4_13に示す.図4-12は対面討議(1)の参加者について,図4-13は対面討議(2)の参加者につ

いてである.図4-13より,対面討議(2)の参加者Cは,
｢8 :要約･抽象化｣の発言が占め

る割合が他の参加者に比べて高い.一方,
｢6

:情報追加｣の発言回数が51回と他の参加

者に比べて少ない.同討議の参加者Cは,他の参加者に比べて議題に対レて自分の考えや



'J:rI識を付加することよりも,これまでに出た意見を整.哩する役割を担っていたと言える.

また.参加者Bが議題とは関係がない発言をした際にも.その発言に対して｢話を戻そう｣

としlった発言をし,議題から離れた議論を引き戻していた.このことからも,参加者Cは

ファシTJテ一夕-を但-)ていたと言える.

･)7J,対面討議(1)では,
｢R

:要約･抽象化｣の発言の割合が特別高い参加者がいない

ことがl実14-12より分かる.対面討議(2)のように意見を整E[Plする役が発生しなかったことが

うかがえる.このように,ファシリテーターの役割を担う参))口者が発生しない場合がある.

対面討議(I)におけるサブテ-マ1 -2
｢討議の進め方｣についての議論では,意見をまと

める手袋を決める白蓮開になり.参加者Bが担うことになった.しかし,参加者Bの発言は｢6 :

情報追加｣の発言阿数が60rrlは他の参加者よりも多く‥鼓見を整理することよりも自分の

考えや知識を付)J[7することに屯きを得いていた.参)w7者間で意見を整増する役を決めたが,

尖際はそのような役が発生していないことが分かる.
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図4-15 吏席酎議(1)とさ辞脚回数悌拐懐荊

以L_,参)J什者が初対ITIlrFl'Jl二で行う討議でファシリテータ-がFT然には発'Lしない場合が

ある,もちろん.ファシ1)チ-ション0〕スキルを持-)た人が参加して.ファシリテ一夕-

として討議を進めていく場合もあるだろう.ただし,そのような人がい-)でも参加すると

は限らない.初対【白洞l二で討議を行う場合.ファシリテータ-は参加者のLl'から決めるの

ではなく.事Fl)flに決定しておくことが重要である.

また.対l(1]-.=f-tI議(1)において,討議開始直後に参加者間で意見を整理する役を決める展開

が見られたように.初対面同_1二である討議では,議題について議論する以前にやり取りが

増えることが考えられる∴普見を整増する役を決める展開になるのは.参加者が初対面同

E二であり,意見を軽増する役を誰にすべきかがこれ圭での経験から判断できないためであ

る.フ7シリテ一夕-があらかじめ決まっていることで,そのようなやり取りをなくすこ

とができ,早く議題について議論を始めることができる.その意味でも,初対面同l二で行

う討議においてファシリテ-タ-を事前に決定しておくことが毛髪である.



4. 4. 7 初対面同士の討議における参加者への配慮

初対面同士の討議に参加する人は,緊張感の高まりなどといった要因により,顔見知り

同士の討議に比べて発言機会が少なくなる場合がある･そこで,初対面同士の討議と顔見

知り同士の討議の発言回数を比較することで, ｢初対面同士で討議を行う｣ことが参加者の

発言行為に与える影響について考察する.

図4-14は,初対面同士で行った対面討議(1)と顔見知り同士で行った対面討議(2)におけ

る発言を参加者別に集計したものである･全発言回数を比較すると･対面討議(2)の620回

に対して,対面討議(1)は326回と少なくなった･参加者別でみると,対面討議(1)の参加者

の発言回数は対面討議(2)に比べて少ない傾向にある･また,表4-7より,各幕で出題した

議題が結論に至るまでの討議時間は,二つの討議で大きな違いはないことがわかる･この･

ことから,初対面同士で討議を行うことで,各参加者は発言に慎重になり,討議中に発言

する機会が少なくなる.

表4-7 対面討議(1)と対面討議(2)の討議時間

第1幕 第2幕 第3幕 第4幕 第5幕 計

対面討議(1) ll:16 8:00 8:34 9:28 12:40 49:58

対面討議(2) 7:34 8:16 6:02 10:04 16:16 48:12

発言回数が少なくなることで討議プロセスに与える影響について考察する･表4-8に示

すように,対面討議(1)の討議中に設定されたサブテーマ総数は40と,対面討議(2)4の56

に比べて少なくなった.発言回数が減ることで,話し合われるサブテーマ数も減り,議題

を多角的な視点から検討することができなくなる可能性がある･多角的な視点からの議題

を検討することは,質の高い結論を導く上で重要である･そのためにも･初対面同士で討

議を行う場合,ファシリテ一夕-は各参加者が発言をしやすい工夫をすべきである･具体

的には,会議開始直後に,参加者の緊張感をほぐすために参加者間で自己紹介をするアイ

スブレイクの手法などが挙げられる.

一方で,話し合うサブテーマが増えることで,議論すべき論点が増え,優先順位が暖味

になり,結論への接近が遠ざかってしまう場合がある･また,結論を導く上で不要なサブ

テーマについて議論が行われる可能性も高くなる･そめ意味で,議論を調整する役を担う

ファシリテ一夕-が参加することは重要である･



･表4-8
対面討議(1)と対面討議(2)のサブテーマ数

第1幕 第2幕 第3幕 第4幕 第5幕 計

対面討議(1) 10 6 6 9 9 40

対面討議(2) 10 EE] 8 ll 16 56

4.4. 8 参加者の発言への対応

公的討議は参加者が一堂に会して行うのが一般的であるが,慣れていない非対面式の討

議を比較対象とすることで,慣れている対面式の討議では見られない不要なやり取りを明

らかにする･そして,対面式の討議を進める上でどのようなやり取りが暗に前提になって

いるかを明らかにし,改めてファシリテ一夕-が参加者にすべき配慮について考察する.

図4-15は,対面討議(1)と非対面討議全発言を機能別に分類したものである.図4-15よ

り,非対面討議は,対面討議(1)に比べて｢5
:無展開｣の発言の割合が高いことが分かる.

その理由として,非対面討議では,ある参加者の意見に対して,モニター越しにいる参加

者が｢うんうん･｣･ ｢確かに･｣といった発言をするというやり取りが頻繁に行われていた

ことが考えられる･テレビ電話に慣れていない参加者は,意見を述べた際にモニター越し

の相手が何も反応しなければ,自分の意見が聞こえているか不安に感じるかもしれない.

そこで,モニター越しで意見を聞く参加者は, ｢5
:無展開｣の発言をすることで,意見を

聞いていることを発言者に示していたと言える.

図4-16は,非対面討議における第1幕｢商店街整備後のイメージはどちらか(2つのイ

ラストを提示)｣で行われた討議プロセスのグラフの一部である.サブテーマ1
-3につい

ての議論に着目する･まず参加者Aが初見を述べ, 10秒の沈黙の後に参加者Aが｢あれ?

どうぞ皆さん｣と再び発言した･しかし,誰も発言をしないままの状態が続き,
18秒後に

参加者Cが初見を述べた･参加者Aの｢あれ?どうぞ皆さん｣という発言は,参加者Aが

初見を述べた際,誰も反応を示さなかったために不安になり,自分から他の参加者に発言

を催促したと捉えることができる.

発言者は･意見を聞く側が反応を示さなければ不安になる.対面式の討議においても,

ある参加者が意見を述べたが,他の参加者が何も反応を示さず沈黙するという展開はよく

見られる･意見を述べた参加者はそのような展開を経験することで,他の参加者の考えが

読み取れず不安になり,その後発言に消極的になる可能性がある.各参加者が意見を述べ

やすい状況にするためにも,ファシリテ一夕-は参加者が意見を述べた際に何らかの反応

を示すべきである･例えば,ある参加者が意見を述べた際に,その意見が結論を導く上で

必要な論点であるかは関係なく,まずその発言に対して同調を示す発言をすることは重要

である.
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図4-16 非対面討議(第1幕)のグラフの一部

4.5 結語

住民力言行政委員として参加するなど多様な主体が議論しながら計画を策定することが増

えている.しかしながら,討議プロセスが円滑に進んでいないケースも見受けられる･こ

のような背景を受け,討議が合刺勺な展開を辿るための知見を得ることを目的として研究

を進めた.具体的には実験を行い,その討議プロセスを評価し,考察を行った･結果とし

て以下の知見が得られた.

･現れたサブテ-マについて参加者間で考えを共有するためにファシリテ-夕-などが参

加者に発言を促し,情報を付加し合う展開にするぺきである.

1現れたサブテーマについて各参加者が積極的に情報を追加した場合, L[t'Jた意見を要約し,

参加者間で意見を確認し合う展開にするべきである･

･議題とは関係のない議論が行われないよう議題を確認する機会を設けるべきである･

･沈黙をきっかけに論点が入れ替わる場合,論点を再度提示し､議論を展開させるべきで

ある.

･初対面による討議を行う場合,多角的な議論が行わオ1るよう参)JEIT者が発言しやすいr･夫

をするべきである.

なお本研究で提示したグラフでは討議の内容を読み取ることはできない･討議のIl]滑化

を考察する上で内容に踏み込まなければ明らかにならない謙遜もある.参加人数や予定時

間など,討議が置かれた条件が討議の円滑化に与える影響を明らかにすることも有効と考

えられる,これらの検討については今後に譲ることとする.
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第5章 計画策定プロセスにおける交渉的局面の顕在化に関する分析

5.1概説

何らかの有限な資源を複数の主体の間で配分しなければならないとき,いわゆる｢交渉｣

という事象が生じうる.交渉においてとのような配分結果に至るかはしばしば経済学やゲ

ーム理論の均衡解によって説明される.しかしながら実際の地域や地区のコミュニティに

おける交渉に目を向けると,均衡解を議論するために必要となる各主体の利得値さえほと

んど特定できない.また,交渉に臨む各主体の利得値は直前にあった交渉の結果や,すで

に築かれている人間関係によって変化しうる状況が見受けられる.実際の交渉を理解する

には規範的議論に加え,現象として何をどのように記述するべきか,記述できるかを考え.

ることも必要である.

商店街のような地区コミュニティでは商店街振興や生活の場として生じる課題の解決に

向けて様々な計画が策定される.当事者らは,課題解決を具現化するために,経験と直観

をもとにしてコミュニティ参加者とのコミュニケーションを手探りの状態から始め,時に

交渉となり,結果的に問題を解決するか,あるいは挫折する.典型的な中心市街地商店街

では歴史的,文化的背景の下,様々な｢しがらみ｣の中で提案,主張などが内部から発せ

られ あるいは外部から持ち込まれる.結果として跳ね返されることもあれば受け入れら

れることもある1).

このような場面を踏まえると交渉的局面に直面してからコンフリクトを解決するだけで

なく,交渉的局面が顕在化するプロセスを正しく提え,予め用意した方途で交渉を打開さ

せることも,地区コミュニティで計画を策定するプロセスを改善する上で重要である2).

そこで本研究では,ある商店街コミュニティにおいて,コミュニティで共有する課題に

関する計画が芽生え,そのうちに交渉が繰り返されていくプロセスを,実在するコミュニ

ティヘの取材をもとに記述する.主体間のコミュニケーションを通じて交渉的局面は顕在

化し,幾度かにわたり変化する.このような交渉的局面の転換とそれをもたらした要因を,

各主体の利害得失を複数の項目に分解することで明らかにする.さらに他のコミュニケー

ションプロセスにそれらを当てはめることで交渉打開に向けてプロセスを駆動させられる

可能性について考察する.このようにして参加型の計画策定プロセスに対する理解を深め

ることを目的とする.

5.2 交渉的局面について

土木計画学分野では,利害調整や合意形成のプロセスを理解,記述,また円滑化させる

方策を導くために数多くの研究アプローチが採用されている.現場における意思決定に資

する階層的意思決定法の援用,意思決定過程を記述し,規範解を導くためにゲーム理論を

用いたコンフリクト調整方策の提案など多岐に渡っている3).これら計国策定プロセスを



解明するための数理約アプローチは,複雑な人間関係や構造的な経年過程をある程度まで

単純化せねばならず,コンフリクト発生から合意に至る過程の中での様々な事象,主体,

それらの相互作用を必ずしも的確に説明できない.

一方,都市計画分野では,交渉的局面とそれに到るまでの段階を含むプロセスについて

包括的に言及した研究2)や,定性的な分析から利害調整を考慮した都市施設整備の合意形

成方法について論じたもの4)が見られる.しかしながら,コミュニティに見られる当事

者らによる付き合いを考慮したうえでの多段階にわたって交渉が繰り返されるプロセスを

取り上げているものは見当たらない.

本研究における交渉的局面とは,複数の主体が双方の利害に関して認識している,して

いないを問わず,自己の利得の増進または減退を決定しようとする局面を指す.交渉的局

面は双方または一方の行動あるいは発言,あるいは外的環境の変化によって変質する.こ

れを交渉的局面の転換と呼ぶこととする.

5.3商店街コミュニティのコミュニケーションプロセス

5.3.1コミュニティ内の交渉事案

名古屋市内の歴史ある中心市街地商店街5)のコミュニティをモデル地区として取り上げ,

地区コミュニティの計画策定プロセスについて参与観察6)の方法論に則って観察する.コ

ミュニティや集団に外部者が入り込み,コミュニティの社会的営みを共同体験し,理解,

分析する,参与観察と言われる社会調査手法が確立されている.参与観察では,複雑に主

体が相互作用しあうコミュニティ内でも一定のルールが存在することを前提にしつつ,そ

の制約に囚われることなくコミュニティの社会構造やそのダイナミクスを抽出することに

関心がある.観察者はコミュニティに参加して独特の仕来たりや文化を体得していく.以

下ではモデル地区とする商店街コミュニティで過去2年間に起きた2つの計画策定に向け

たコミュニケーションプロセスを紹介する.その記述に際してはケース･メソッド7)に従

うこととする.著者の一人はそれぞれのプロセスに関与しており,例えば会議の進行や事

前事後に調整などを担うコーディネーターとしてコミュニティに入りつつ,計画が策定さ

れるプロセスにおいて,各主体の姿勢や行動に見る変化を捉え,それが全体に及ぼす影響

等を観察した.

a)空き店舗活用をめぐる商店主と学生の交流

閉鎖的な商店街コミュニティにて, 2004年4月からある大学の建築系の学生らが中心と

なり,空き店舗を利用したギャラリーづくりがはじまった.学生たちは計画を推進してい

く一方で,商店主たちは,これまでになかった新しい刺激に対応しきれない.学生たちの

新しい動きに対して商店街から賛否両論の声があがる.活動の前半は,学生と商店主たち

が様々な場面でミスコミュニケーションを引き起こす.しかし学生たちのひたむきな姿勢



に,活動に反対していた一部の商店主たちもいつしか賛同しはじめる.商店街に学生がい

ることが日常化していく'毎日に,商店主たちも安心感を持ち,新たな空間が生まれること

になる.平日の昼間はほとんど人通りがなかった通りも学生が通う空間に変わり,ギャラ

リーが完成するまで暫し賑わいを見せることになる.学生に声をかけ争商店主,商店主と

積極的にコミュニケーションを図る学生たち両者の間には新たな粋が生まれる.両者の日

常的な関わりにより商店主と学生の間に生じていたミスコミュニケーションも次第に解消

されていく.かくして, 2005年3月ギャラリーは完成する.

b)特定人物のキーパーソンとしての成長

｢かつては栄えていた｣という枕詞を聞かされながら衰退していく中心市街地商店街に

対して熱い思いを馳せる女性がいる.彼女たちは商店街の全盛期を知らない.むしろ,覗

状のシャッター街の姿が,彼女たちが知っている商店街である.商店街には理事会がある.

理事会の主導役を担う世代は50代前半である.彼ら旧商店主は基本的に商店街に住み家族

との生活を送っている.息子や娘たちは商店主になることを断念し,商店街の外に新たな

生活の場を見つけていることが多い.理事会の議論はもっばら商店街の発展が中心的課題

であるが,旧態依然とした組織はマンネリ化が進み出席者も会議によってはまばらである.

一方で,新たに理事会に参加することになった彼女たちは商店街の新たな展開に思いを馳

せる.彼女たちは商店街を主導する旧商店主より10歳ほど若い.商店街の活動に参加する

までにサラリーマンを経験している彼女たちの機動力と柔軟性は,旧商店主たちのそれを

圧倒する.外部の団体との交渉,新たなイベントの持ち込みなど数々の実績を積み上げて

いく.女性たちの提案は,理事会にとっては斬新なものであった.新たに商店街のフリー

ペーパーを創刊させるなど商店主たちには想像を超えるものがあった.一方で,彼女たち

は店主として責任を背負ってきていたわけではない.よって商業を営むという視点からは

旧商店主たちの思いとは方向性がずれることがある.しかし,商店街にかつての賑わいを

取り戻したいという思いは一致している.次第に理事会における共通認識として,彼女た

ちのアイデアこそが商店街の起爆剤という新しい考えが生まれることになる.

これらの事例は一面では固有なものである.それゆえに外的妥当性に欠けるとはいえ,

事実関係を観察し,整理することから,コミュニティ内の社会的営みに係る一般的知見を

見いだしうる6)と考える.

また, 2.3.2で説明した交渉プロセスのフローを使用するとa)の事例は図5-1によって,

b)の事例は図5-2によって説明できる.



計画策定の動機

計画の実施

図5-1 a)の交渉プロセスフロー

計画策定の動機

計画の実施

国5-2 b)の交渉プロセスフロー



5.3.2 フェーズ分解

a), b)いずれの事例についても交渉が2者間の対立に基づいており,多数の主体を束に

して実質的に2人のプレイヤーがいるものと担える.表5-1にこの交渉に関係する全ての

主体についてまとめる. 5.2でも触れたように,一方または両方の行動あるいは外的な要因

によ.り交渉的局面が違う交渉的局面へと転換することがある.

表5-1事例内の交渉プレイヤー

事例a)

学生 空き店舗活用の事業をもとに商店街内に新しいギャラリー

コミュニティ外の人間 のオープンを目指す.

周辺住良 空き店舗の周辺に住む,商店街内の商店主たち.

コミュニティ内の人間

事例b)

女性グループ

コミュニティ内の人間

新しいイベントや事業を提案し商店街の活性化を目指す.

商店街理事会

コミュニティ内の人間

これまでの商店街内でのイベント等を管理する組織.

一つの交渉的局面が顕在化するプロセスを以下ではフェーズと呼ぶこととし,事例a),

b)それぞれについてプロセス全体をいくつかのフェーズに分解すると表5-2および表5-3

のようになる.フェーズに分解する方法については2.3.2で述べている.



表512 a)についてのフェ-ズ分解

フェーズa)-① :学生から商店街への提案

学生が,自治体の補助金を利用して,商店街の一角の空きスペースにギャラリースペー

スヘのコンバージョンの計画を持ち込む.この段階で,計画内容については理事会に参

加している一部の商店主しか情報を持っておらず,計画が地元住民にどのように受け入

れられていくか未知数であった.学生は自分たちの主張を曲げることなく,ひたすらギ

ャラリーの計画･製作を推進する.商店主は商店街の活性化方策として学生の商店街で
の活動に期待はしているものの,彼らにとっては初めての経験である.また,空き店舗

を開放する一方で,もとの状態に戻す,すなわち改装以前の状態に修復することができ

るのか,あるいは商店街コミュニティ内での他の住民たちと学生の間で争いが発生しな

いかといった不安がある.初期段階では商店主は学生の動きを拒否することによりコン

フリクトが発生する.

2004年3月･ ･県の補助金申請のために商店街理事会で説明会を行う,反対の住民もい
たが学生たちの熱意をくみ取り申請を認める.

2004年4月･ ･補助申請が県から認められる

フェーズa)-② :学生たちの活動

学生たちの計画･製作は商店主たちに受け入れられないまま推進されることになる.そ

の後,商店街コミュニティで活動が進むにつれてさまざまな問題が発生する.理事会に
参加していない周辺住民たちは彼らの計画を知らない.解体に伴う騒音･内装の特殊な

建築技法による土壁の異臭など,日常でさまざまな問題が発生してしまう.その結果,

学生たちは計画を止めなければいけない状況に陥る.周辺住民たちは学生たちの活動を

この段階でも理解できておらず.両者の交渉はほぼ決裂する.

2004年5月-7月･ ･現場でのさまざまなコンフリクト発生の結果,周辺住民からの陳
情を受けて,商店街理事会から工事の中断を学生側に依頼する.

フェーズa)-③ :日常での折衝

学生たちの活動は停滞気味になる.一方でギャラリー制作の補助金がある限りなんらか

の成果を残さなければならないという気持ちが学生側にはある.このために学生たちは
停滞させていた活動に再び積極さを取り戻すこととした.

周辺住民は,計画の主旨は理解できないものの,毎日作業をする学生のひたむきさや,

商店街の日常に学生が存在することに対して(モデル商店街では通勤･通学での往来はあ

ったが日常的に学生が出入りするようなことはなかった),心を動かされ,次第に学生た
ちの計画を理解しようとしていく.

2004年7月-10月-.学生側は工事を続けながら,活動の趣旨や,工事後の商店街のメ

リットについて商店街側に商店街事会を通して訴えつづける.



フェーズa)-④ ･.共同での計画策定

学生はギャラリーを完成させることが商店街の活性化につながると信じ活動を続ける･

商店主たちも彼らの活動が商店街のプラスとなることを期待するようになり,初めて計

画の推進について話し合うようになる.しかし,ここで問題となったことは,ギャラリ

ーの完成後の運営についてである.学生側は制作のプロセスと完成自体を目的としてお
り,その後の運営についての計画は持ち合わせていなかった.商店主たちは商店街コミ

ュニティに住み続ける以上なんらかの形で管理に参加しなければいけないことに気づ
く.学生側は一度盛り上がった計画を中断したくない.改めて完成後の運営計画につい

て議論するようになる.

__I_I__"____I_I_I------I--------I-I-I-----I--I-I-------I------I--I--A---I-I-----

-------I--- --------- --------ll---ll--------I----I-----------I-"-"--I-I

2004年11月-2005年1月-商店街理事会にてそれぞれが商店街の未来について議論

をはじめる.また完成後の運営についても具体的な話し合がはじまる.

表5-3 b)についてのフェーズ分解

フェーズb)-① 女性たちによる理事会への提案

最初は女性たちと商店街理事会の考え方は明白に異なっており,女性たちはフリーペー

パー創刊の計画を提案する一方で商店街理事会は反発するという構図が見いだされた･

___-_A_____Ill_--一----I-------I---I----------I--I----------------I-I-A-----I--I-----------1一-------ll-I----------------------------ll-----I--Il一-I"--I--~一----I---

2004年10月･ ･フリーペーパー創刊に向けて経済的な援助を申し出る･

フェーズb)-② :それぞれの思惑

女性たちが主張を通したとしても,商店街理事会のみならず女性たち自身も将来の生活

の見通しを確定できない状況から,商店街理事会はフリーぺ-^o-創刊の計画中止とい

う提案を表明することになる.女性たちは商店街理事会との連携を断念する･

__I_"___A_ ____I_I__----I-ll---I----I--I------------I--I----I---
------I--I--- ------ll-ll------I--I-----I--I--

-----------------I- -------I-----------"
-ll M-------

2004年11-2005年2月-商店街側から支援等のすべてに関して拒否をされる･

フェーズb)-③ :女性たちの活動

女性たちは,商店街理事会の承認を得ないまま,自ら商店街内で計画を遂行するための

活動をはじめる.そのままリスクを受け入れてフリーペーパーのテスト版を自費出版と･

いうかたちでスタートさせる.商店街理事会は女性たちの活動が意図することが理解で
きず,活動に賛同せずとも反対することもなく活動を見守ることを続ける･

_____I_"___"___I_Ill_------ll---------I----------I-------I----------I----------I-I---------ll--一-----I--I--------------一一---I--------------ll--一"---I"-----

2005年4月-創刊号ができあがり,商店街理事会にて発表する



フェーズb)-④ :再交渉

商店街理事会では,女性たちの一連の活動の実績を踏まえ,改めて女性たちと旧商店主

の間で交渉がはじまり,旧商店主たちは女性たちの主張を受け入れた.女性たちの活動

を通して,フリーペーパーの創刊と運用で商店街内へ利益を生むと考えるようになる.

2005年5月-7月･ ･商店街理事会でフリーペーパーのメリット等が話し合われ,店舗

への広告寄付等の呼び掛けがなされる.

フェーズb)-⑤ :理事会での承認

女性たちは,両者の合意が見えつつも活動を自分たちだけで進めることにやや限界を感

じ始める.女性たちは自分たちだけでの活動のリスクを感じ,やや消極的になっていた.

その結果として,女性たちも自らの主張を表明しながらも,商店街理事会らが主導で運
営する理事会に女性グループも参加して運営の責任の一端を担うことを約束することで

合意を得る.

2005年9月- ･

･フリーペーパーの活動を理事会内の議題としてが上げ今後話し合われ
ていくことで合意する.

5. 3. 3 複数の利害項目による利得の分解

ゲーム論的に見れば,各プレイヤーはフェーズごとに各自の利得の大小を勘案し,交渉

に臨んでいると捉えられる.しかしながら利得の大小を第三者が特定することは難しい.

個々の主体の利得を把握する方法として,社会資本整備における便益計測8)にて作成され

る便益帰着構成表がある.室田ら4)は都市整備における利害調整過程を対象として関係主

体の利得の定性的傾向を表にまとめて分析を行っている.これらを参考にして利得がいく

つかの要素によって構成されるものと想定し,事例a)と事例b)において各要素の増減傾向

のみを推定することを考える.表5-4,表5-5は,便益帰着構成表の既存項目のもとで各プ

レイヤーの利得を複数の利害項目に分解している.さらに,商店街コミュニティで適用さ

れる項目を作成し,分解したものが表5-6,表5-7である.

利益を得ると判断する項目にはプラスの記号を,損失と判断するものにはマイナスの記

号を付している.どちらともいえない場合はプラスマイナス(土)とする.このように利

得を複数の要素に構成することにより交渉的局面を転換させた要因が推定しやすくなる.

換言すれば単一値として総合化された利得値では交渉に臨む主体の様々な反応が埋没する

ことが容易に想像される.



表5-4 a)に関する利害主体別利害内容の連関表

フェーズ(p) pa-(令 pa-@ pa-③ pa-④ pa-⑤

利害項目 学生
周辺

住民
学生

周辺

住民
学生

周辺

住民
学生

周辺

住民
学生

施

設

刺

用

住生活の獲得
+ + + + ± + +

情報収集活動の

向上
± + + + + +

生

活

堤

境

風紀安心感 + + + + + + +

都市空間の創出 + + + + + +

騒音 ± ± ± ± ±

地域公共サ｢ビ

スの向上
+ ± ± ± + + + + +

地

域

社

学習.交流機会

の拡大
+ ± + ± + + + + +

行政との協力関.
+ + + 日 + 日 + 日 +,

Eヨ
コ= 係

地 生産.サービスの + + + + + + + + +

域

経

増加

雇用.所得増大 EI 日 EI E∃ EI EI EI EI +

済

辛

莱

資産価値の向上 ± ± ± + ± + ±

土地条件向上. + + + + + + + + +

収

支

利用

利用料収入 + + + + + + + + +



表5-5 b)に関する利害主体別利害内容の連関表

フェーズ(p) pa-① pa-② pa-③ pa-④ P
a-⑤

利害項目

女

性

グ 商店街

女

性

グ 商店街

女

性

グ 商店街

女

性

グ 商店街

女

性

グ

ル

プ

理事会 ル

プ

理事会 ル

プ

理事筆 ル

プ

理事会 ル

プ

施 住生活の獲
+ + + + + + +

設

刺

用

得

情報収集活

動の向上
± ± + + + +

生

活

環

境

風紀安心感 + + + + + + +

都市空間の
+ + + + + + + +

創出

騒音 + + + + + + + + +

地域公共サ

-ビスの向上
+ ± ± ± ± + + +

地

域

社
∠ゝ

=ミ

学習.交流機

会の拡大
+ ± ± + ± ± + ±

行政との協
+ + + + + + + + +

力関係

地 生産.サービ
+ + + + + +

域

経

済

スの増加

雇用.所得増

大
± ± + ± + ±

辛

莱

収

支

資産価値の

向上
± ± ± ± + + +

土地条件向
+ + + + + + + + +

上.利用

利用料収入 + + + + + + + + +
l巴■■l



表516 利害項目ごとの各主体の利得の変化 事例a)について

フェーズ(phase) pa-① pa-② pa-③ pa-④

利害項月
早 周辺 学 周辺

学生
周辺 学 周辺

生 住民 生 住民 住民 生 住民

i)商店街を活性化 + + + + + + + +

ii)空き店舗 + ± + + ± + +

iii)相手と交流 + EI ± ± + + +

iv)風紀を維持 ± + ± + ± =ヒ + +

表5-7 利害項目ごとの各主体の利得の変化事例b)について

フェーズ(phase) pb-(令 pb-② pb-③. pb-㊨ Pb- ⑤

利害項目

女性 商店

女性グ

ループ

商店 女性 商店
女性グ

ループ

商店

女性グ

ループ

-プ
事会 事会

-プ
事会 事会

i)商店街の

活性化

+ + ± + ± + + + +

ii)情報発信 + ± + + ± + + +

iii)既存の状況
+ + + + + + +

の維持

5.3.4 交渉的局面の転換要因

あるフェーズから次のフェーズに移動するには何らかの要因がある.利得を複数の項目

に分割することで要因が見いだしやすくなる.あるフェーズから次のフェーズに移動した

要因と考えられるものを表5-8-表5-14にまとめる.



表5-8 Pa-①からPa-②への移動について

表5-9 Pa-(多からPa-③への移動について



表5-10 Pa-③からPa-④への移動について

表5-ll Pb-①からPb-②への移動について

表5-12 Pb-②からPb-③への移動について



表5-13 Pb-(多からPb-④への移動について

表5-14 Pb-④からPb-⑤への移動について

表5-8-表5-14より,あるフェーズから別のフェーズに移動する場面(以下フェーズ移

動と呼ぶこととする)に着目し,交渉的局面の転換要因を挙げ出す.

･pa-①からpa-②への移動の要因･
･

･反発

フェーズpa-①において学生らの動きを認めない雰囲気が学生の反発を招き,学生と周

辺住民という二者がさらに深刻な対立関係になった.

･pa-(多からpa-③への移動の要因･
･

･迎合

学生は助成を受けているため成果を出す必要があることから相手の主張を受け入れる.

周辺住民も学生の情熱に心を動かされ,相手を認める.相手に合わせる形で当初の反発

を引き下げている.

･pa-③からPa-④への移動の要因･
･

･主張

学生らと周辺住民は両者ともに主張を押し通そうとするが,それは結果的に建設的な議

論となった.

･pb-(丑からpb-②への移動の要因･
･

･主張

女性グループの主張に商店街理事会が反発する形で両者が主張を押し通そうと次のフェ

ーズに進んだ.



･

pb-②からpb-③への移動の要因･ -譲歩

商店街としてのフリーペ-/㍗-刊行は商店街理事会の反対があるので譲歩することとし

て,商店街とは独立にフリーペーパー刊行を目指すこととなった･

･

pb-③からPb-④への移動の要因- ･交換

女性グループによるフリーペーパーが商店街にもたらす効果を認める代わりに商店街理

事会は女性グループによる刊行を承認することで受け入れる.

･pb-④からPb-⑤への移動の要因･
･

･迎合

女性グループは独自の限界を感じ,従来からの強い主張を引き下げて商店街理事会への

責任ある参加を果たすこととなる.

以上のようにして計7個のフェーズ移動から反発,迎合,主張,譲歩,交換といった計

5個の転換要因を見いだした.本研究では転換要因を探り出した事例が2件に過ぎないが,

他の転換要因を探ることは他の機会に譲ることとして,本研究ではこのようにして転換要

因を探り出すことが可能であることを示すにとどめたい.

5. 4 交渉的局面の転換要因によるプロセスの馬区動

5.4.1プロセスを進めるドライバー

5.3ではではプロセスを進めるドライバー,ときに違う局面へと転換することを記述し,

説明してきた.転換には両者にとって好ましい結果をもたらすものもあれば,そうでない

ものもある.特定したいくつかの転換要因を他の交渉事案に適用することで,交渉に好ま

しい結果をもたらす,すなわち計画プロセスを推進させるドライバーとなることが考えら

れる.具体的には,別の交渉事案において,あるフェーズから他のフェーズに移動する際

に,実際上の転換要因とは別の転換要因をあえて想定する.これにより新たなシナリオが

生まれる.事例におけるフェーズ移動の回数を∫ (-Ⅰ, ll, 1ⅠⅠ,
…),取りうる転換要因

の数をkとするとdk'))個のシナリオがあり得ることとなる.シナリオの多様性は図513の

ような樹形図で表現される.

以下では事例a, bと同じ商店街コミュニティで,後に起きた交渉事案においてドライ

バーとしての転換要因の適用を試みる.この交渉事案を事例cとして以下に説明する･さ

らに交渉的局面に対応するフェーズに分解すると表5-15のようになる･

c)アーケードの改修をめぐる新旧店主の攻防

現在のアーケードは商店街が全盛期を迎えていたときに建てられ完成してからすでに

30年以上が経過している,老朽化がすすみ安全面からも好ましくない状況になっている･

これまでにも幾度となく改修の話が持ち上がっては消えていた.一方で,アーケードを更

新するには,国の補助を含めて一億円以上の経費が必要とされた.旧商店主,そして新商

店主にも経済自勺負荷がかかってくる.新商店主は将来にリスクを負うことには否定的であ



る･ 2005年3月に具体的な改修の話が持ち上がったが,当事業の主導権は旧商店主が組織す

る理事会が握っており,新商店主は当初反発を見せ,理事会に対抗すべく新しい組織を立

ち上げた･立ち上がった組織はアーケード改修計画の問題以外に,商店街コミュニティの

問題に対して様々な提案をし,活動を実践していく.活動のなかで,外部(商店街以外)

の人間の意見を聞いたり,まちづくりの専門家と接触する機会が増えていく.一方で,描

動を続けていくごとに資金面や会員間の連携などにおいて組織運営の難しさに直面する.

やがて,まちづくりの難しさを実感し,理事会,すなわち旧商店主からアドバイスや補助

を得るようになり,理事会組織に譲歩していく.結果,理事会と若手組織が互いに歩みよ

った形で2007年5月にアーケードの改修計画が策定された.

表5-15 事例Cのフェーズ分解

フェーズc卜① :アーケード改修案の立ち上がリ

商店街のアーケードの改修案が旧商店主を中心に理事会で立ち上がる.現在のアーケー

ドは,商店街を主導する旧商店主たちの父親の世代が結束して建てたもので,旧商店主

らは既に建造と改修を経験している.改修等で必要となる経費を自分たちで借金として

受け継いできている･新商店主は現段階での将来への負担(借金)を持つことには不安が

ある.

-"---M"-----------I------I-I------I-----I------I-----I-----------I-----------I---------------I-I---I--I----------I----ll-----ll"___""_

2006年10月･ ･国･県への補助金申請の議題が初めてでる.補助金が承認される条件
は商店主全員の同意書である.

2007年1月-2月-商店街理事会で両者が対立する.

フェーズc卜② :新商店主の提案

新商店主たちは,将来自分たちが背負うことになるリスクに対して,負担の軽減を提案

する･一方,旧商店主からすると,新商店主たちがリスクを負うことは商店街にとって

当然であると考える(商店街組合に加盟していることで共同負担者になることは暗黙の

了解)･ここで一旦,交渉は中断される.しかし,アーケード改修費には一部行政の補

助があり,計画をまとめなければならない期日が近づいてくる.

--1"-"--I-------I-----I-----------------------I-----------I------------ll--A--I---------------1---I------

-I------ -----ll-------I----__I________-_

2007年4月-5月-補助金を申請するが商店街理事会ではアーケード改修での対立構

図が続く.

フェーズc卜③ :新たな組織の立上げ

新組織は若い世代で商店街のまちづくりを考える会として活動を始める.当初,新組織

と理事会はアーケードの計画に対して対立する.新組織はアーケード改修計画の問題

以外に,商店街コミュニティの問題に対して様々な提案をし,活動を実践していく.活

動のなかで,外部(商店街以外)と接触する機会が増えいく.一方で,活動を続けていく

ごとに組織運営の難しさに直面する･旧商店主は,新商店主たちの活動を見守りながら,

局面において,組織運営等のアドバイス等を通してコミュニケーションを図る.
-ll-"一叫--I-----I------I-------I---I----…---I------I-----I-------------I------ll--I---I---I-----------------------------I-----I-----__I_"_h"_"



_ll_ll-_l1_________I_1P-I-------ll---I-------I--I----I------I-ll-I-I-------I-I--------------I--I-I---------I-ll---I-----ll-I-Ill-I-I-------I--I-1I------------Ill--------

-I-I-111-

2007年8月-to月-両者の話し合いは並行しながら,商店街内の別案件の話し合い
等も進む.

フェーズc卜④ :共同での計画策定

③で得たお互いの信頼をもとに新商店主と旧商店主は再びアーケード改修の問題での

交渉の場につく.ここでは,新商店主は旧商店主に対して,商店街としての組織の結束

の必要性と運営の難しさを感じている.一方で旧商店主は新商店主に対して,新組織で

の活動の実績を考慮し,できるだけ彼らの意見を聞き入れようと慎重な姿勢をとること

になる.ここで新商店主は反対の姿勢をみせているが,反対することでの自身へのメリ

ットはほとんど感じていない.

______I__I_Ill_-I---------ll--------I-I-ll-I----A-----1111---------1111----------I--ll----------I-ll-ll-I--------I-ll-I---I--------I-ll---------I-11111---------I--I-I-------

2007年10月後半-11月-商店街理事会で商店主全員の同意を得る.

フェーズc卜⑤ :理事会での承認

新商店主と旧商店主で議論は続けられる.新商店主が立ち上げた新組織は旧商店主たち

が主体となっている理事会内の｢青年部｣として位置づけられ理事会が経済的･人的

に支援することについてお互いが同意する.これに平行してアーケード改修の問題は,
旧商店主たちが中心になって作った計画案に,新商店主が提案したデザイン上の要素を

加味した形となり,未来の経済的負担は当初計画のままとして合意に到った.

-__I________I__I__---A-----I--I-I-I---------ll-----------I-I-----------Ill-I---------I--I-I-I-------I---I-ll-I--------I-I--ll----------I--I-------I----I-I-------------I-I----

2008年1月-2月･ ･商店主それぞれの負担額が決定される.

5. 4. 2 交渉的局面の転換要因によるプロセスの駆動

事例c)では4回のフェーズ移動がある.先に導いた転換要因が5個あることから,シナ

リオの数は少なくとも1, 296(-64)と膨大になる.以下ではこの中から5つの想定されるシ

ナリオを取り上げ,抽出した転換要因を活用した交渉の打開策など計画策定プロセスの改

善について検討を行う.具体的な方法は次の通りである.

フェ一女pc①からフェーズpc②への移動Ⅰで異なるドライバーを用いることで図5-4に

示すように違うシナリオ展開が想定される.フェーズ移動Ⅱでドライバーを用いる場合も

図5-5のような展開が想定される.以下では図5-3のシナリオ展開に対応して

pc①<o>:pc②<1>:Pc③<2>or Pc③<3>と表記し,図 5-4 のシナリオ展開に対して

pc①<o>:pc②<o>:pc③<1>:Pc④<2>orPc④<3>と表記する.なお,ドライバーの番号はそれ

ぞれ<0>は現実の転換要因, <1>は反発, <2>は迎合, <3>は主張, <4>は譲歩, <5>は交換

を指している.



図5-3 シナリオの展開例

園5-4 シナリオ展開例1 国5-5 シナリオ展開例2
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･想定シナリオ1

pc①におし)て,新商店主は旧商店主に対して反対をすることになるが,この時点(Ⅰ)で<

譲歩>やく迎合>等のドライバ-を適用した場合は図5-6のように転換されていく･

pc②では<主張>が受け入れられた新商店主はその後も<主張>を続けや･

pc③では旧商店主は強い<主張>の新商店主の勢いをLtめることは難しくこの時点で反

対を示すと恐らく計画は頓挫していた可能性もある,

図5-6 Pc①く0):Pc②〈2):Pc③く1)の場合

･想定シナリオ2

p｡②では新商店主が計酎こついて新しい提案をいくつかするが,この時J,.I..1
(Ⅲ)で州笥

店主が<迎合'. <交換'等o)ドライバーを使用した場合(岡5-7)を考えるI

pc③では, Pc①, Pc②で旧繭ILTj'1ミが反対していた問題を受け入れたことで,新商店二i:A

が<交換'に応じることができ~る. Pc④ではPc③で得られた合意をもとに計1!1.iカ潤定される

FTT能惟がある.

図5-7 Pc①く0〉:Pc②〈0〉:Pc③く1):Pc④く1)の場合

105



･想定シナリオ3

pc③では新商店主が新しい組織運営をはじめるこの時点(Ⅲ)で<主張>や<反対>等のドラ

イバーを適用した場合の図5-8を考える.

pc④では合意しかけていたプロセスが再びお互いを反発しあうシナリオが生まれる.

pc⑤で計画策定プロセスが終7することなく計画を頓挫させるか, pc③までの信頼をもと

に改めてプロセスを組み直す作業が必要となり,新たなフェーズが形成されなければ合意

への追は閉ざさjlる.この場合再びgTたなフェ-ズヘと移動することで改めて合意形成へ

の可能性が/tまれる.

新たなフェーズ

国5-8 Pc①<0>:Pc②<0>:Pc③<0>:Pc④<3>の場合
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･想定シナリオ4

事例CではPc④でほぼ合意がかたまり計画が策定されつつある.図5-9に示すようにこの

時点(IV)でいくつかのドライバーが適用されたとしても計画全体への影響はみられないも

のと考えられる.

Pc5く3>

国5-g Pc①<0>ニPc②<0>:Pc③<0>:Pc4<0 >:Pc⑤<2>の場合

以上の想定シナリオより次のような知見を得た.

想定シナリオ1では.ドライバーを適用する時期が早いことによって結果的に次のフェ

ーズでプレイヤ-間の交渉が途絶える,このことは一面では早期決着に見えるがかえ-)て

コミ.ユニケーションが途切れることのリスクU_1:-.じるとF,'える.

想定シナリオ2では相手と(交換)をすることで禽nt=果的に早くに合意が形),琶されうる･

<交換>の他のドライバ-との違いは,単一の利害項【∃のみで決弟するのではなく･ --｣の

利害項目で-)jが利得をl･_げ,他の利害項目で他方が利得を上げるという形(ギブアンド

テイク)で合意に向けさせるという点である.いわゆる原則に基づ<交渉(principled

negotiation9))における｢棉71-利溢型交渉｣に相当する･

適切なドライバ-を選択しなければ望ましい結果は得られなし､.想定シナリオ3では合

意しかけていたフェーズpc-③内にて新たな対立構造が生まれる･
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5.5 結語

地区コミュニティで計画を策定するプロセスを改善することを目的として,商店街コミ

ュニティを事例として主体間のコミュニケーションを通じて交渉的局面が現れ
変質する

プロセスを的確に記述することを試み,交渉の本質を探った.さらに交渉的局面の転換要

因を他の計画策定プロセスに活用することの可能性を探った.

本章で取り上げたような交渉が繰り返されるプロセスはいずれの商店街コミュニティで

も見られるものである.展開が予想されるプロセスを推察し,予め当事者の利得に影響を

与える方途を検討すること,当事者以外の主体,例えばまちづくりプランナーが状況を打

開できるようコミュニケーションプロセスをこのようにして明確化できるようにすること

は実務面からも重要である.

交渉の本質を探る研究として緒についたばかりである.計画策定プロセスを前進させる

ものとして｢努力｣というドライバー, ｢期限｣というドライバーも考えられるが,これら

は本章に示す方法論では説明できない.このことも含め,現実の交渉解決に利用可能な方
l

法論として,具体的には地区内の計画策定に向け行われるワークショップ等の進め方にお

いて実務の面でさらに一般化を進めることが課題として残されている.
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第6章 結論

6. 1商店街コミュニティにおける参与観察

中心市街地商店街の商業集積機能は低下の一途をたどっている.経済産業省中小企業庁

が行う近年の商店街実態調査結果によると最近の景況感について｢停滞している｣ ｢衰退す

る恐れがある｣と回答した商店街が7割を占めるなど厳しい状況にあり｢停滞しているが

上向きの兆しがある｣ ｢繁栄している｣と回答した商店街は全体の-割にも満たない.主要

な問題点として｢後継者難｣や｢魅力のある店舗が少ない｣という項目を挙げる商店街が

多く,今後強化する取り組みについては｢個店の改善･活性化を｣という回答が最も多い.

そのような環境の中で商店街コミュニティの住民たちは新たな展開を模索している.

本研究では,商店街の-メンバー"女性=がキーパーソンとして成長する過程`,外部者

としての学生の参画による商店街活性化の過程,アーケードの改修をめぐる新旧店主の攻

防の過程など,商店街コミュニティ内で住民が参加して計画を策定しようとするプロセス

に筆者自らが関与することで,交渉の局面やその転換などのダイナミックな現象を捉える

ことができた.これらのプロセスは,およそどこの商店街コミュニティでも見られるもの

である.しかしそれぞれに固有な事情があり,コミュニティ外部から表面的に見るだけで

はそれぞれの本質的な異同を確認することは難しい.またそれぞれの商店街,それぞれの

出来事に対し,これらを同一条件の下で観測することは事実上不可能であり,統計的に結

論づけることも難しい.地区コミュニティの計画策定プロセスにはこのような特性がある

ことから,本研究では参与観察の方法を採用することとした.

参与観察を通して上述の3つのプロセスに図6-1に示すような共通性があることがわか

った.コミュニティに何らかの課題が生じ,これが計画策定の動機となる.これを受けて

複数主体間で計画(莱)が立ち上がる.コミュニティであるゆえに互いに協力を求める,

承認を得る等の要請が生じ,交渉が始まる.もちろん交渉は即座に終わることもあれば逆

に計画案を見直さざるをえなくなる場合もある.見直しは1回で済むとは限らず,合意が

得られるか不幸にして交渉が決裂し,課題の解決ができなくなるかのいずれかへと到る.

本研究の事案ではいずれも結果的に合意が得られているが,途中では合意が得られない場

面があった.交渉が決裂するような事案に対しても同様の方法でプロセスを記述すること

は可能と言える.最終的に当該事案に係る交渉プロセスが終わり,別の事案が生じるとき

には,商店街コミュニティとしては当該事案の経験が土台となって新たな交渉が始まる.

図6-1の網掛け部分は要するに商店街コミュニティにおける様々な交渉を含む計画策定プ

ロセスの中で特に合意形成プロセスを切り取った部分と言える.
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図6-1計画策定と合意形成プロセス

利寓調繋や合意形成に関する既往研究では様々なアプローチが採られているが,一

般的に交渉が行われるプロセスの記述がリアリティに乏しい.木研究では参与観察を

通じて把握した主体間の交渉に係る現象をできるかぎりわかりやすい形で可視化する

ことに努めた.
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6.2 まとめ

上述のように商店街コミュニティにおける計画策定プロセスに目を向け,参加者たちの

合意が形成するに至るまでのコミュニケーションプロセスを観察するとともに,本研究で

は仮想の計画策定の場をつくることで実験的にコミュニケーションプロセスを検証するこ

とも行った.

これら大きく2種類の方法に基づいて得たデータをもとに考察を行い,以下のように本

論文をまとめた.

第2章では,自らも計画の策定に参加したアーケードの改修に関する会議の議事録をも

とに,会議に参加した住民の考えとそれらが変化する局面について整理した.時間軸に沿

って整理した結果として繰り返される会議のプロセスは5段階のフェーズに分けられた∴

主体が姿勢を変化させるときには何らかの背景となる要因がある.一例としては,まちづ

くりの専門家等と接触する等,会議以外で外部者との接点がある場合である.さらに,主

体の姿勢が変容する局面をパートと定義し,フェーズとパートの関係をまとめた.その結

果,当事者間で会議を繰り返し開催する場合に最適なシナリオとはどのようであるかを示

すことができた.

第3章では,第2章で推察した主体の姿勢が変化する局面を捉え,そのダイナミクスを

明らかにするために,実験的な討議の場を設けて複数主体で続けられる発言の可視化を試

みた.具体的には仮想的な計画を策定することとして被験者を集め,会議を行ってもらい,

会話分析のコーディングにもとづき発言を類型化するとともに時間軸上に各発言を配置し

た.これをモデリンググラフと呼ぶこととし,誰かによる発言内容の誘導や,他者への同

調といった傾向,知識の共有化,冗長化などのメカニズムを明らかにした.

第4章では,第3章で提案した方法に基づきつつ,より実践的な知見を得るべく,条件

設定を変えた討議実験を改めて実施した.分析結果から討議を円滑化するためのいくつか

の方針を提示した.

･情報の付加による展開

･迷走する討議への対応

･議論の収束チェック機能

･沈黙を利用した展開

これらはファシリテ一夕-の経験者などにはほぼ明らかなことであるが,分析結果から

論理的に導かれたものである.

第5章では,参与観察と討議実験の経験を土台にして,商店街コミュニティの住民間の

コミュニケーションを通じて交渉的局面が現れ,変質するプロセスを的確に記述すること

を試み,最終的に計画策定プロセスの阻害要因ともなる交渉の本質を探った.さらに交渉

的局面が転換する要因を明らかにし,他の計画策定の場に応用してプロセスを合理化する

ことの可能性を探った.



本研究は,地区で計画を立案する際にしばしば開催されるワークショップ等の合意形威

システムに対する疑問からはじまった.具体的には,参加型の計画策定に係る時間や専門

性を持つ資源などの制約や,例えばファシリテ-ション次第で参加者の意見が計画に適切

に反映されない懸念という問題である.参加する住民は必ずしも討議を得意とせず,また

日常の業務,生活に追われながら参加を要求されている.そのような中で,住民間の討議

は議論が止まったり迷走したりと"話しているようで話されていない'',いわば不安定なコ

ミュニケーションが繰り返される.それにも関わらず半ば強制的に結果を出さなければな

らないことが実に多い.このような問題の解決策として,本研究で提案した記述方法に則

り,討議あるいは計画策定のプロセスを予め想定し,加えてインセンティブ付与などによ

って主体の姿勢を変化させる方途を検討すること,まちづくりプランナー等の外部者が状

況を打開するために知識の共有を促すこと,様々な方途を示唆すること等が現場において

もっと行われるべきであると考える.また,しがらみなど社会の複雑さを背景にした交渉

的局面は決して商店街に限って生じるものではない.地区あるいは地域に社会基盤整備な

どの課題が生まれたときに本研究で解明してきたような主体間のプロセスを念頭において

計画の策定を円滑化することが望ましい.

6.3 今後の展望

参与観察は文化人類学で確立した手法であるが,そもそも文化人類学は,社会を客観的

に外から眺める理論的ないしは価値中立的アプローチと,参与観察を是とする社会に積極

的に介入支援する応用的ないしは実践的アプローチに二分されかつ相互補完的に展開し

てきた.本研究のように地区における計画策定の場を考察するにしても同様なことになる

であろう.都市計画という大きな枠組みを以て理論化あるいは価値中立化を図るアプロー

チも存在可能であるし,現実に実践されている様々な地区レベルの計画策定にも相応のセ

ンス,知識もまた不可欠のようである.商店街コミュニティの住民の生活の有り様や感情

の起伏に触れることもあった.両者を僻撤し,マネッジメン卜する人材とそのためのシス

テムが必要とされてきている.これらに対し,本研究では図6-2に示すような提案を行う･

すなわち地区の計画策定に関与する都市計画コンサルタント,有識者らが｢参与実践家｣

となり,その役割の転換を図る.参与実践者は,自らも分析の対象となりつつ,分析結果

を地区の計画に還元すると同時に,当事者間の調整役も含め,計画策定プロセスの円滑化

を図る.これらを再帰的に発揮させることで地区というローカルレベルでの計画策定プロ

セスの質を向上させることができるのではないかと考える.
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